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九
世
紀
後
竿
J
二
O
世
紀
初
頭
ジ

の
デ
サ
首
長
の
枇
命
日
的
地
位
を
め
ぐ

っ
て

ヤ
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マ
、
ツ
一
フ

植

村

泰

夫
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じ

め

に

一
デ
サ
首
長
の
地
位
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整
備

二
デ
サ
首
長
の
デ
サ
行
政
に
於
け
る
役
割

三
デ
+
首
長
の
役
職
に
伴
な
う
枚
入

四
デ
サ
首
長
の
不
正
と
住
民
の
針
路

お

わ

り

に

一76一

t土

じ

め

Uこ

一
九
世
紀
初
頭
以
降
、

ジ
ャ
ワ
・
マ
ヅ
ラ
の
デ
サ
(
村
落
)
は
オ
ラ
ン
ダ
植
民
地
支
配
の
末
端
に
組
み
入
れ
ら
れ
、

そ
れ
に
よ
っ
て
様
々
な

治
鰻
燦
令
。
-
C
・
O
-
)
の
施
行
と
い
う
こ
つ
の
段
階
を
経
て
、

形
で
の
行
政
的
再
編
を
受
け
て
き
た
。
か
つ
て
岸
幸

一
氏
は
こ
の
過
程
を
検
討
さ
れ
、
村
落
の
分
割
統
合
と
、
そ
れ
を
基
礎
と
し
た
原
住
民
自

ジ
ャ
ワ
・
マ
ヅ
ラ
の
村
落
は
根
本
的
な
饗
容
を
経
験
し
て
今
日
の
い
わ
ゆ
る
デ

サ
に
至
っ
た
と
述
べ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
再
編
の
方
向
は
、
本
来
、
地
域
に
よ
っ
て
構
造
差
の
あ
る
慣
習
法
的
な
村
落
行
政
に
、
オ
ラ
ン

ダ
の
自
治
世
の
諸
要
素
を
導
入
し
て
近
代
化
を
は
か
り
、
漸
準
的
に
共
同
躍
的
批
舎
を
崩
壊
せ
し
め
、
資
本
主
義
的
農
業
導
入
の
篠
件
を
創
り



ハ
1
〉

上
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
規
定
さ
れ
た
。
，

岸
氏
は
、
残
さ
れ
た
問
題
と
し
て
、
ジ
ャ
ワ
の
村
落
が
内
面
的
に
ど
れ
だ
け
の
質
的
饗
容
を
き
た
し
た
か
を
検
討
す
べ
き
こ
と
を
提
起
さ
れ

た
が
、
こ
う
し
た
課
題
を
一
九
世
紀
中
葉
を
劃
象
時
期
と
し
て
検
討
さ
れ
た
の
が
内
藤
能
房
氏
の
一
連
の
論
考
で
あ
る
。

依
援
し
て
内
藤
〔
H
Sご
「
〕
で
は
土
地
擢
の
問
題
を
検
討
し
、
内
藤
〔
H
S叶
切
〕
で
は
労
役
遂
行
の
問
題
を
手
が
か
り
に
、

共
同
盟
的
諸
関
係
が
一
方
で
強
化
さ
れ
な
が
ら
、

同
氏
は
、
同
-
M
N
・
に

中
・
東
部
ジ
ャ
ワ
の

他
方
で
は
崩
壊
・
饗
質
し
て
ゆ
く
再
編
過
程
に
あ
っ
た
と
規
定
さ
れ
た
。

そ
し
て
、

内
藤

〔

H
也
、
吋
由
〕

に
於
い
て
は
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
た
上
で
村
落
運
営
の
側
面
か
ら
ジ
ャ
ワ
村
落
の
性
格
を
検
討
し
、

ω同
時
期
の
デ
サ
が
自
然
的
集
落

ま
た
は
そ
の
集
ま
り
で
あ
る
の
と
同
時
に
植
民
地
行
政
末
端
単
位
で
あ
っ
た
、

ωジ
一ヤ
ワ
村
落
は
基
本
的
に
村
落
共
同
睡
で
あ
っ
た
、

ω地
方

行
政
末
端
車
位
佑
や
村
長
の
官
吏
化
は
デ
サ
の
社
曾
構
造
を
本
質
的
に
費
え
な
か
っ
た
、

ω村
長
の
地
位
は
名
望
家
的
性
格
が
薄
れ
官
吏
的
側

面
が
際
立
ち
、
一
般
村
民
と
の
関
係
は
祉
禽
的
勢
力
差
を
伴
な
う
経
済
従
属
的
性
格
の
か
な
り
強
い
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
る
。
そ
の
上

で
、
今
後
解
明
さ
れ
る
べ
き
問
題
と
し
て
、

ω村
落
運
営
の
進
め
方
に
つ
い
て
村
民
が
ど
の
よ
う
な
政
治
的
了
解
を
有
し
て
い
た
か
と
い
う
よ

り
寅
態
的
、
根
本
的
な
問
題
、
倒
職
田
経
替
な
ど
に
端
的
に
表
わ
れ
る
村
落
住
民
階
層
聞
の
祉
曾
的
、
経
済
的
従
属
性
や
相
互
依
存
性
の
内
容

一切ー

に
闘
す
る
祉
舎
経
済
的
問
題
の
二
黙
を
あ
げ
ら
れ
る
。

筆
者
も
一
九
世
紀
以
降
の
ジ
ャ
ワ
の
デ
サ
の
慶
質
遁
程
に
関
し
て
、
基
本
的
に
は
岸
氏
や
内
藤
氏
と
同
じ
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
そ
こ
で
、

小
論
で
は
内
藤
氏
の
提
起
を
受
け
、
こ
の
繁
質
、過
程
の
最
中
に
あ
る
一
九
世
紀
後
宇
J
二
O
世
紀
初
頭
の
時
期
に
於
け
る
タ
サ
首
長
の
デ
サ
内

で
の
地
位
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
住
民
と
の
闘
係
に
焦
貼
を
あ
て
て
具
憧
的
に
検
討
し
て
み
た
い
。

筆
者
は
以
前
、
二

O
世
紀
初
め
の
東
部
ジ

寸
ワ
の
シ
ド
ア
ル
ジ
ョ
牒
の
デ
サ
協
約
の
分
析
を
逼
じ
て
こ
の
問
題
を
検
討
し
、
デ
サ
首
長
の
地

位
は
住
民
の
代
表
で
あ
っ
た
が
故
に
住
民
の
敬
意
の
劉
象
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
そ
れ
が
希
薄
化
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
偲
説
的
に
示
し
た
こ

(
2
)
 

と
が
あ
っ
た
。
小
論
は
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
分
析
封
象
地
域
を
ジ
ャ
ワ
・
マ
ヅ
ラ
の
オ
ラ
ン
ダ
直
轄
領
全
域
に
旗
げ
、
先
ず
デ
サ
首
長
の
地
位
が

政
鹿
の
手
で
ど
の
よ
う
に
再
編
さ
れ
て
き
た
か
を
概
観
し
、
，
次
い
で
一
九
世
紀
後
傘
J
二
O
世
紀
初
頭
の
時
期
の
デ
サ
首
長
の
デ
サ
行
政
に
於
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け
る
役
割
、
そ
の
役
職
に
伴
な
う
枚
入
、
彼
ら
の
不
正
と
そ
れ
に
劃
す
る
住
民
の
針
躍
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
上
記
の
課
題
に
迫
っ
て

i
'
h
R
-

、。

づ
A
R
J
iド

hv

デ
サ
首
長
の
地
位
の
整
備

一
九
世
紀
初
頭
以
来
の
政
臨
に
よ
る
デ
サ
再
編
策
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
デ
サ
首
長
の
地
位
と
大
き
く
か
か
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、

中
間
首
長
の
底
止
、
デ
サ
首
長
公
選
制
の
賞
施
、
一
八
八
八
年
J
九
二
年
の
各
州
理
事
命
令
、
原
住
民
自
治
隆
俊
令
、
デ
サ
の
分
割
統
合
の
五

黙
で
あ
ろ
う
。

第
一
の
中
間
首
長
の
慶
止
は
、
統
治
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
一
元
化
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
バ
ウ
ト

C

・。-
F
E〉
に
よ
れ
ば
彼
ら
は
古

く
か
ら
郡
長
と
デ
サ
首
長
の
中
聞
に
設
け
ら
れ
、
郡
長
か
ら
の
命
令
を
デ
サ
首
長
に
俸
達
し
た
り
、
数
デ
サ
の
治
安
維
持
に
責
任
を
持
つ
こ
と

(

3

)

〈

4
)

を
職
務
と
し
て
お
り
、
デ
サ
首
長
の
中
の
有
力
者
が
濯
ば
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
地
域
毎
に
異
な
る
様
々
な
稽
践
を
持
ち
、
そ
の

役
職
に
伴
な
っ
て
俸
達
役

p
o
g
yロ
〉
を
一
名
徐
計
に
従
え
て
い
る
他
、
支
配
下
の
各
デ
サ
に
米
田
を
輿
え
ら
れ
合
計
す
れ
ば
慶
大
な
職
回
を

(

5

)

 

持
っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
し
て
、

-'-78 -

一八一ニ

0
年
代
の
ケ
ド
?
l
州
で
地
税
の
査
定
が
こ
の
中
開
首
長
の
支
配
領
域
単
位
に
寅
施
さ
れ
た
、
バ
ニ

ュ
マ
ス
で
は
一
八
三

O
年
の
オ
ラ
ン
ダ
領
化
以
降
、
彼
ら
に
公
共
傍
役

2
0
2
2
L
-
g曲
。
、
栽
培
傍
役

(
2
-
Z
R企
自
己
〉
の
監
督
が
委
ね
ら
れ

(
6〉

た
な
ど
の
例
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

一
九
世
紀
前
半
期
の
植
民
地
支
配
の
中
で
重
要
な
役
割
を
措
わ
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
彼
ら
は
「
自
分
が
首
長
を
勤
め
て
い
な
い
デ
サ
に
於
い
て
、
住
民
に
封
し
て
も
首
長
に
劃
し
て
も
、
前
者
に
は
自
立
性
の
強
い
者

に
普
通
よ
り
重
い
傍
役
を
課
す
と
脅
し
て
恐
怖
心
を
起
こ
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
者
に
は
住
民
を
焚
き
付
け
て
首
長
に
劃
す
る
不
卒
を
述

べ
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
支
配
を
維
持
す
る
手
段
を
持
っ
て
い
る
」
の
で
、
そ
の
存
在
は
「
デ
サ
首
長
の
支
配
と
権
威
と
を
著
し
く
損

(

7

)

 

っ
て
い
る
」
と
、
政
鹿
側
か
ら
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
彼
ら
の
贋
止
の
方
向
が
打
ち
出
さ
れ
た
の
は
、
こ
れ
が
理
由
で
あ
っ
た
。

(
8〉

一
八
四
九
年
J
五

O
年
に
先
ず
ス
マ
ラ
ン
州
で
腰
止
が
試
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
幾
度
か
提
起
さ
れ
た
贋
止
案
は
、
そ

そ
し
て
、



れ
を
宣
言
す
れ
ば
枇
舎
不
安
を
招
く
、
郡
行
政
の
整
備
の
遅
れ
て
い
る
地
方
で
は
中
開
首
長
ほ
不
可
歓
で
あ
る
な
ど
の
理
由
か
ら
寅
行
に
は
移

さ
れ
ず
、
結
局
、
一
八
六
六
年
一
月
の
政
膳
命
令
に
よ
っ
て
、
空
ポ
ス
ト
が
生
じ
た
場
合
に
新
規
任
用
は
し
な
い
と
い
う
方
法
で
解
決
を
圃
る

(

9

)

 

こ
と
に
な
っ
た
。
か
く
て
、
中
間
首
長
は
次
第
に
消
滅
し
郡
長
が
デ
サ
首
長
を
直
接
に
支
配
す
る
と
い
う
形
に
一
元
化
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

第
二
の
デ
サ
首
長
公
選
制
度
は
、
周
知
の
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
統
治
時
代
に
ラ
ッ
フ
ル
ズ
に
よ
り
ジ
ャ
ワ
固
有
の
も
の
と
L
て
公
認
さ
れ
た
も

(

叩

〉

の
で
あ
る
が
、

そ
の
第
一
候

一
八
一
六
年
の
ジ
ャ
ワ
へ
の
復
諦
後
、
オ
ラ
ン
ダ
樺
力
も
こ
れ
を
認
め
忌
守

-
E
5・ロ
0
・
5
で
法
制
化
し
た
。

は
「
そ
れ
に
基
づ
い
て
デ
サ
の
住
民
が
、
彼
ら
の
首
長
を
自
分
達
の
方
法
で
選
び
、
交
替
す
る
古
く
か
ら
の
慣
行
は
維
持
さ
れ
、
住
民
に
劃
し

て
保
誼
さ
れ
る
」
と
述
べ
る
。
以
下
、
同
選
奉
法
で
は
選
拳
が
毎
年
の
地
税
査
定
前
に
賓
施
さ
れ
る
べ
き
こ
と
ハ
二
篠
〉
、
選
出
結
果
に
は
理
事

の
承
認
が
必
要
だ
が
、
よ
ほ
ど
の
理
由
の
な
い
限
り
承
認
拒
否
は
で
き
ず
、
ま
た
そ
の
場
合
に
は
綿
督
に
封
し
理
由
も
含
め
て
報
告
す
べ
き
こ

と
(
四
篠
)
、
被
選
摩
権
は
デ
サ
住
民
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
〈
五
篠
〉
な
ど
が
規
定
さ
れ
た
。

こ
の
理
念
は
一
九
世
紀
後
半
以
降
の
植
民
地
統
治
の
基
本
理
念
を
定
め
た
一
八
五
四
年
の
統
治
憲
章

9
・m・
〉
で
も
受
け
つ
が
れ
、
七
一
僚

に
於
い
て
「
原
住
民
共
同
睡
は
、
地
方
嘗
局
の
承
認
の
下
に
そ
の
首
長
と
行
政
役
人
を
選
出
す
る
。
線
督
は
こ
の
擢
利
を
あ
ら
ゆ
る
侵
害
か
ら

擁
護
す
る
。
こ
の
共
同
穫
に
は
、
線
督
も
し
く
は
地
方
嘗
局
か
ら
出
さ
れ
る
命
令
を
隼
重
し
つ
つ
内
部
利
害
を
調
整
す
る
こ
と
が
委
ね
ら
れ

る
よ
と
述
べ
ら
れ
る
如
く
、
住
民
選
奉
の
原
則
が
改
め
て
宣
言
さ
れ
、
ま
た
同
時
に
デ
サ
自
治
の
原
則
が
打
ち
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
れ
を

受
け
て

hg・
5
話
w

ロ0
・
h
に
よ
り
一
八
一
九
年
選
拳
法
は
改
正
さ
れ
、
選
奉
の
方
法
が
よ
り
詳
細
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

- 79一

一
八
七
八
年
選
拳
法
は
=
ニ
僚
か
ら
成
り
、
以
下
の
よ
う
な
内
容
を
持
つ
。
デ
サ
首
長
が
空
席
に
な
っ
た
場
合
、
郡
長
は
監
督
官
と
協
議
の

上
で
一
箇
月
以
内
に
デ
サ
内
で
全
有
権
者
を
集
め
て
選
参
集
禽
を
聞
き
、
監
督
官
と
郡
長
ま
た
は
副
郡
長
か
ら
な
る
委
員
曾
の
出
席
の
も
と
に

選
奉
を
寅
施
す
る
ハ
一
、
二
僚
〉
。
過
半
数
の
得
票
者
が
選
出
さ
れ
る
が
、
ど
の
候
補
も
こ
れ
に
達
し
な
い
場
合
は
再
選
挙
を
行
な
い
最
高
得
票

者
を
選
ぶ
。
同
票
の
場
合
は
、
委
員
舎
が
最
適
と
判
断
し
た
者
が
選
ば
れ
る
(
三
候
)
。
委
員
舎
は
経
過
報
告
を
五
日
以
内
に
地
方
長
官
に
提
出
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(

日

〉
し
ハ
四
僚
)
、
地
方
長
官
は
レ
へ
ン
ト
の
意
見
を
聞
い
た
後
、

一
箇
月
以
内
に
承
認
の
可
否
を
判
断
し
、

承
認
の
場
合
は
謹
書
を
受
付
す
る
(
五

俊
)
。
承
認
拒
否
の
要
件
と
し
て
は
、

同
選
出
手
績
の
不
備
、

ω被
選
出
者
が
ア
ヘ
ン
常
習
者
で
あ
っ
た
り
、
そ
の
行
動
や
精
神
的
肉
佳
的
飲
陥

に
よ
り
デ
サ
首
長
た
る
に
不
適
格
な
場
合
、
例
不
正
行
鴛
に
よ
り
デ
サ
首
長
そ
の
他
の
公
職
を
罷
菟
さ
れ
た
り
、
禁
固
、
懲
役
刑
以
上
の
慮
分

を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
者
が
選
出
さ
れ
た
場
合
の
三
黙
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
(
六
僚
)
。
こ
の
場
合
、
直
ち
に
関
係
官
吏
に
通
知
さ
れ
、
郡
長
は

逼
知
を
受
け
て
よ
り
二
週
間
以
内
に
再
選
皐
を
賓
施
す
る
(
七
燦
)
。
デ
サ
首
長
の
解
任
に
は
理
由
を
示
し
た
地
方
長
官
命
令
が
必
要
で
あ
る
が

(
八
篠
〉
、
こ
れ
に
は
本
人
か
ら
の
申
請
、
移
住
、
病
気
、
老
齢
化
な
ど
の
理
由
に
よ
る
名
血
管
の
解
任
(
九
僚
)
と
、
度
重
な
る
不
正
行
魚
、
職

務
怠
慢
、
規
則
違
反
、
禁
園
、
懲
役
刑
以
上
の
底
分
を
受
け
た
場
合
に
、
レ
ヘ
ン
ト
と
協
議
の
上
で
決
定
す
る
不
名
審
な
解
任
(
一

O
篠
)
の
区

別
が
あ
っ
た
。
デ
サ
首
長
が
公
剣
中
の
期
間
、
そ
の
職
務
は
地
方
長
官
一
時
預
り
と
し
、
判
決
を
待
っ
て
解
任
ま
た
は
復
職
さ
せ
る
(
一
一
様
〉
。

(

ロ

)

地
方
長
官
は
、
賓
施
さ
れ
た
選
奉
及
び
解
任
に
闘
す
る
状
況
一
買
を
三
箇
月
毎
に
提
出
す
る
(
一
二
篠
)
。
最
終
篠
項
は
こ
の
選
挙
法
の
適
用
範

園
を
定
め
た
も
の
で
、
パ
ニ
ュ
マ
ス
、
パ
ゲ
レ
ン
、
マ
デ
ィ
ウ
ン
、
ク
デ
ィ
リ
の
菟
税
デ
サ

2
2岳
E
E
o
g〉
な
ど
の
特
別
な
デ
サ
を
例
外
と

(

日

)

ず
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
(
二
ニ
傑
〉
。

- 80-

こ
の
内
容
に
は
い
く
つ
か
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
先
ず
、
奮
選
参
法
の
毎
年
選
撃
が
随
時
選
挙
に
祭
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
前
者
の
慣
行
が

(

H

)

 

存
在
し
な
い
こ
と
を
政
臆
が
認
め
た
こ
と
の
結
果
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
被
選
出
者
を
デ
サ
住
民
に
限
定
す
る
と
い
う
奮
法
の
規
定
も
落
と
さ
れ

(

お

〉

て
い
る
。
加
え
て
、

一
九
世
紀
中
葉
か
ら
政
鹿
内
で
論
争
と
な
っ
て
い
た
讃
み
書
き
能
力
を
被
選
出
資
格
要
件
に
す
る
か
否
か
と
い
う
臨
も
、

(

日

〉

こ
こ
で
は
問
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
、
後
述
の
如
く
政
聴
に
と
っ
て
好
ま
し
く
な
い
デ
サ
首
長
が
選
出
さ
れ
る
ケ
l
ス
も
多
く
、
同
選
奉

(

口

)

法
は
更
に
h
w
H
~
v

・
5
0
F
ロ0
・N
H
N

で
改
正
さ
れ
規
定
の
一
一
暦
の
撤
密
化
が
園
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

(

国

〉

一
八
八
八
年
末
の
ケ
ド
ゥ
l
州
を
皮
切
り
に
九
二
年
ま
で
に
各
州
に
順
次
公
布
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、

蛍
時
の
栽
培
監
督
官
フ
ォ

γ

ケ
ン
ス

q
・
3
F
g臼
〉
の
指
示
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
各
州
の
命
令
は
ほ
ぼ
同
一
の
構
成
を
持
つ
。
今
、
パ
ゲ

第
三
の
理
事
命
令
は
、

レ
ン
州
理
事
命
令
を
例
に
そ
の
内
容
を
見
ょ
う
。
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第
一

衰
パ

ン
チ

ェ
ン

使
用

数
上

限
一

党

労
1動

可
能

人
口

毎
日
の
パ

パ
タ
ピ
ア
，
プ
リ

ン
チ
ェ
ン

ア
ン
ゲ
ノ
レ
，
テ
ガ

チ
ェ
リ
ボ

マ
ア

f
使
用
人
数

パ
ン
テ
ン

ノレ，
プ
カ
ロ
ン
ガ

ク
ラ
ワ
ン

γ
r

 ノミュ
パ
ゲ
レ
ン

ケ
ド

ゥ
ー

ス
マ
ラ
ン

シJ
ヤノ、・フ

ー
レ
ン
パ
ン

ウ
ン
.

ク
デ
ィ
リ

ス
ラ
パ
ヤ

マ
ヅ
ラ
|

上
限

ソ
，
パ
ス
ノ
レ
ア
ン
ン

ュ
マ

ス
プ
ス
キ

プ
ロ
ポ
リ
ン
ゴ

1
人

1
~
2
5
人

1
~
2
5
人

1
~
4
9
人
2
5
~
4
9
人

1
~
2
5
人

1
~
3
9
人

1
~
2
4
人

1
~
2
0
人

~
2
0
人

1
~
5
0
人

2
人

2
6
~
5
0
人

1
~
 
50
人

2
6
~
5
0
人

1
~
5
0
人
5
0
~
7
4
人

5
0
~
7
4
人

2
6
~
5
0
人

4
0
~
9
9
人

2
5
~
9
9
人

1
~
5
0
人

2
1
~
5
0
人

2
1
~
5
0
人
5
1
~
 

100人

3
人

5
1
~
7
5
人

5
1
~
1
0
0
人

5
1
~
 

5
1
~
 

7
5
~
9
9
人
7
5
~
9
9
人
5
1
~
 

100人
~

100人
~
5
1
~
 

5
1
~
7
5
人
5
1
~
 

1
0
1
~
 

100
人

125人
125

人
100人

100人
150人

|
4
人

7
6
~
 

101人
~

101人
~

1
2
6
~
 

1
0
0
~
 

1
0
0
~
 

1
~
6
~
 

1
0
1
~
 

7
6人

~
101

人
~

151
人

~
、

100人
2
0
0人

124人
124

人
2
0
0
人

2
0
0人

5
人

101
人

~
2
0
1
-

1
2
5
~
 

1
2
5
~
 

2
0
1
~
 

201
人

~
3
5
0人

149人
149人

350人
は

100
人

6
人

351
人

~
150人

~
150人

~
351

人
~

毎
に
プ
ラ

ス
1
人

(註〉
表
示
の
仕
方
は
，
例
え
ば
パ
ン
テ
ン
で
は
，
労
働
可
能
人
口

1
~
2
5
人
に
つ
き
，
デ
サ
首
長
は
毎
日

1
名
の
パ
ン
チ
ェ
ン
を
使
用
で
き
る
と
い
う
形
に

な
っ
て
い
る
。

な
お
，
各
州
と
も
，
耕
地
な
し
の
デ
サ
で
は
上
記
の
パ
ン
チ
ェ
ン
搬
に
1
~
2
名
を
加
え
た
人
数
の
使
用
を
認
め
て
い
る
。

..... ∞
 



508 

(

川

口

)

人
の
場
合
三
一
人
ま
で
と
細
か
く
規
定
し
て
い
る
。
第
二
僚
は
、
子
村
新
設
候
件
を
第
働
可
能
人
口
一
二
人
以
上
に
定
め
て
い
る
。
第
三
僚
で

(

却

〉

は
、
デ
サ
役
人
の
選
出
は
デ
サ
首
長
が
有
権
者
と
協
議
し
て
行
な
い
、
そ
の
解
任
に
は
郡
長
の
承
認
が
必
要
だ
と
さ
れ
る
。
第
四
僚
は
デ
サ
首

長
の
毎
日
使
用
で
き
る
パ
ン
チ
ェ
ン
〈
封
首
長
労
役
負
擁
者
)
敷
の
限
度
を
定
め
た
も
の
で
、

一
人
、
五

O
人
J
七
四
人
の
場
合
二
人
、
七
五
人
J
九
九
人
の
場
合
三
人
、

公
共
傍
役
負
捨
義
務
者
が
一
人
J
四
九
人
の
場
合

一
O
O人
J
一
二
四
人
の
場
合
四
人
、
一
二
五
人
J
一
四
九
人
の

(

幻

〉

一
五

O
人
以
上
の
場
合
六
人
と
さ
れ
、
更
に
耕
地
の
な
い
デ
サ
で
は
一
人
ず
つ
徐
分
に
利
用
で
き
る
と
規
定
し
て
い
る
。
第
五
僚

は
、
パ
ン
チ
ェ
ン
以
外
の
傍
役
賦
課
を
禁
じ
て
い
る
。
第
六
僚
は
職
田
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
デ
サ
首
長
の
職
回
、
そ
れ
以
外
の
デ
サ
役
人

〈

勾

)

全
睦
の
職
田
の
面
積
が
、
そ
れ
ぞ
れ
共
同
占
有
水
田
や
共
同
盟
が
占
有
す
る
畑
地
の
泌
を
越
え
な
い
こ
と
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
第

七
僚
で
は
、
こ
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
の
は
新
し
い
デ
サ
首
長
の
選
出
時
か
ら
だ
と
い
う
。
第
八
僚
で
は
上
の
諸
規
定
の
例
外
に
は
理
事
の
承

認
が
必
要
な
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
第
九
僚
で
は
デ
サ
首
長
選
奉
経
過
報
告
に
デ
サ
役
人
数
、
パ
ン
チ
ェ
ン
数
、
職
図
面
積
を
記
入
す
る
こ
と
、

第
一

O
僚
で
は
郡
長
が
こ
こ
に
規
定
さ
れ
た
諸
事
項
に
闘
す
る
記
録
を
つ
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

場
合
五
人
、

以
上
の
内
容
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
理
事
命
令
で
は
デ
サ
行
政
の
編
成
の
あ
り
方
、
特
に
デ
サ
首
長
の
権
限
や
牧
入
が
細
か
く
規
定

さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
州
毎
に
劃
一
化
し
よ
う
と
す
る
意
園
が
窺
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
貼
を
更
に
推
し
進
め
た
の
が
、
一
九

O
六
年
の
原

(

幻

)

住
民
自
治
盟
燦
令

Q
・C
・
O-hg・5
8・
5
・∞
ω
〉
で
あ
っ
た
。
同
僚
令
は
二

O
僚
か
ら
成
り
デ
サ
行
政
の
原
則
を
集
大
成
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

- 82-

こ
こ
で
述
べ
て
お
く
べ
き
は
以
下
の
諸
貼
で
あ
ろ
う
。

「
原
住
民
自
治
堕
〈
m
O
B
Zロ

εの
統
治
は
デ
サ
首
長
も
し
く
は
自
治
睦
首
長
に
よ
っ
て
、

は
自
治
盟
行
政
を
構
成
す
ベ
く
指
名
さ
れ
た
若
干
の
人
々
の
補
助
を
受
け
て
行
な
わ
れ
る
。
」
土
俵
)
と
あ
る
よ
う
に
、
デ
サ
首
長
は
明
確
に

デ
サ
行
政
措
賞
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
彼
ら
は
デ
サ
を
代
表
し
〈
八
保
〉
、
ご
般
に
、
そ
の
自
治
謹
の
統
治
と
内
部
利
害
に
関
す
る
諸

業
務
の
正
し
い
遂
行
に
責
任
を
負
う
」
(
四
僚
)
も
の
と
さ
れ
た
。
具
鐙
的
に
は
、
鯨
評
議
舎
公
認

g
5
Z
3
Z白
色
)
の
定
め
る
規
則
に
準
援
し

て
デ
サ
の
諸
機
構
や
財
政
、
所
有
物
の
適
正
な
管
理
運
営
に
留
意
す
る
こ
と
〈
五
保
〉
、
道
路
、
橋
、
水
路
、
建
造
物
、
贋
場
、
市
場
、
貯
水
池

先
ず
、

こ
の
首
長
と
と
も
に
デ
サ
行
政
も
し
く



な
ど
公
共
施
設
の
維
持
管
理
一に
努
め
る
こ
と
ハ
七
篠
)
が
指
示
さ
れ
、

(
一
六
傑
)
。

こ
れ
ら
の
た
め
に
住
民
に
傍
役
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
さ
れ
た

さ
て
、
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
僚
令
中
に
含
ま
れ
る
デ
サ
行
政
の
運
営
方
法
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る

0

4

第
六
僚
に
よ
る
と
、
デ
サ

首
長
は
統
治
に
あ
た
っ
て
で
き
る
だ
け
デ
サ
役
人
と
の
協
議
を
行
な
う
べ
き
だ
と
さ
れ
、
更
に
「
重
要
な
性
質
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
デ
サ
首

長
は
集
舎
に
於
い
て
協
議
じ
た
後
で
な
け
れ
ば
決
定
を
下
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
集
舎
に
は
、
デ
サ
役
人
以
外
に
、
各
地
方
の
慣
例
に
基
づ

き
、
デ
サ
首
長
選
出
に
権
利
を
有
す
る
者
、
及
び
そ
れ
以
外
の
有
資
格
者
が
召
集
さ
れ
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
、
住
民
と
の
協
議
の
制
度
化
が
園
ら

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
有
権
者
の
過
牢
数
の
同
意
の
必
要
な
事
項
と
し
て
、
具
瞳
的
に
は
、

J

自
治
睡
に
よ
る
金
の
貸
し
出
し
、
土
地
建
物
等
の

不
動
産
の
入
手
や
譲
渡
、
質
入
れ
契
約
の
締
結
、
訴
訟
を
起
こ
す
場
合
(
二
篠
〉
、
政
醸
に
劉
し
自
治
韓
の
土
地
占
有
権
を
譲
渡
す
る
場
合
、

自
治
瞳
所
属
の
土
地
建
物
等
を
自
治
瞳
の
名
に
よ
っ
て
住
民
に
貸
し
使
用
さ
せ
る
場
合
(
一
二
篠
〉
、
デ
ザ
傍
役
な
ど
の
規
定
の
適
用
の
場
合

〈
一
七
燦
)
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
『
自
治
践
所
属
の
土
地
の
使
用
者
に
劃
し
て
許
可
し
た
使
用
保
件
一の
襲
更
は
、

-持
分
権
保
有
者
b
%
の
同
意

が
必
要
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
た
(
一
三
僚
)
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
デ
サ
首
長
の
専
決
が
明
確
に
否
定
さ
れ
て
い
る
。

最
後
に
舗
れ
て
お
く
べ
き
デ
サ
の
分
割
・
統
合
は
一
八
七
九
年
の
立
法
に
始
ま
り
、
岸
氏
に
よ
れ
ば
そ
の
目
的
は
村
落
の
慮
分
権
の
縮
小
に

(

剖

〉

あ
り
、
こ
の
結
果
、
ジ
ャ
ワ
の
村
落
は
自
然
的
血
縁
的
共
同
偉
か
ら
自
治
睡
的
な
村
落
へ
の
質
的
轄
換
が
な
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
今
、
各
年
次

毎
の
統
合
・
分
割
数
を
示
し
た
具
値
的
な
デ
ー
タ
ー
は
得
ら
れ
な
い
が
、
岸
氏
が
掲
載
し
た
一
八
八
六
、
一
八
八
八
、
一
九

O
二
、
一
九

O

(

お

〉

一
九
二
九
年
の
数
字
を
見
る
限
り
、
重
黙
は
統
合
の
方
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
同
-U-
kp
・M

M

・。
J
同

y
p
匂
・
自
に
よ
る
と
、

- 83ー

七

一
九
三
八
、

統
合
が
本
格
化
し
た
の
は
一
九
一
九
年
一

O
月
二
八
日
の
政
聴
命
令
ロ
0
・
5
3ミ
ht・
g
・8
8〉
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
一
九
一
八
年
J
二

七
年
の
一

0
年
聞
に
四
五
一
件
の
統
合
が
寅
施
さ
れ
た
と
い
う
。
統
合
の
直
接
的
な
目
的
は
小
規
模
デ
サ
の
財
政
的
、
行
政
的
基
盤
の
弱
さ
の

改
善
に
あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
が
、
現
貧
に
は
そ
れ
に
よ
り
デ
サ
結
合
が
弱
ま
り
デ
サ
首
長
の
影
響
力
の
減
退
を
招
い
た
ケ
l
ス
が
見
ら
れ
、

テ
ガ
ル
州
の
如
く
統
合
デ
サ
の
再
分
割
を
賞
施
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
し
か
し
、
同
-
U
-
b・
は
、
全
鐙
と
し
て
統
合
嘗
初
に
存
績
し
た
奮
デ

509 
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サ
の
濁
立
性
は
，
次
第
に
失
な
わ
れ
、
新
デ
サ
の
一
種
性
が
醸
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
述
べ
て
お
り
、

岸
氏
の
い
う
質
的
轄
換
の
進
行
し
て
い
た
こ

と
が
窺
わ
れ
る
。

以
上
の
検
討
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は
、
植
民
地
政
鹿
は
デ
サ
首
長
の
地
位
を
、
ジ
ャ
ワ
・
マ
ヅ
ラ
の
全
域
に
於
い
て
ほ
ぼ
同
一
の
も
の
に
す

る
こ
と
を
め
ざ
し
て
、
再
編
を
進
め
て
き
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
彼
ら
を
植
民
地
支
配
末
端
機
構
と
し
て
機
能
さ
せ
る
上
で
、
不
可
歓

の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
う
し
た
再
編
策
は
賞
際
に
は
ど
の
よ
う
に
機
能
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
デ
サ
首
長
の
祉

舎
的
な
地
位
は
如
何
な
る
規
定
性
を
受
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
こ
の
問
題
を
彼
ら
の
住
民
と
の
関
係
の
あ
り
方
の
検
討
を
通
じ
て
考
え

て
み
よ
う
。

デ
サ
首
長
の
デ
サ
行
政
に
於
け
る
役
割

先
ず
、
デ
サ
首
長
の
行
政
能
力
の
検
討
か
ら
始
め
よ
う
。
ミ
・
司
・
同
・
・

5
ω
L
E
は
、
デ
サ
行
政
の
水
準
が
ど
の
よ
う
で
あ
り
、

そ
の
改
善

- 84ー

に
貫
行
可
能
な
封
策
は
何
か
と
い
う
設
聞
に
封
す
る
回
答
を
載
せ
て
い
る
。
こ
れ
を
見
て
特
徴
的
な
の
は
、
各
鯨
報
告
の
大
半
が
水
準
の
低
さ

(

お

)

を
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
具
盤
的
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
問
題
貼
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
そ
の
内
容
は
大
ま
か
に
デ
サ
首
長
の
行
政
能

力
の
依
如
と
い
う
こ
と
と
、
彼
ら
の
種
々
の
不
正
を
問
題
に
し
た
も
の
に
分
け
ら
れ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
後
に
詳
述
す
る
こ
と
に
し
、
こ
こ

で
は
前
者
の
例
を
若
干
あ
げ
て
そ
の
意
味
を
考
え
て
み
よ
う
。

パ
ス
ル
ア
ン
照
の
レ
ヘ
ン
ト
に
よ
る
と
、
デ
サ
首
長
は
二
五
年
以
上
在
職
し
て
-
初
め
て
命
令
を
ど
の
よ
う
に
賀
行
し
た
ら
よ
い
か
を
理
解
す

(

幻

〉

る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
で
さ
え
、
監
視
を
緩
め
る
と
内
容
を
取
り
違
え
た
り
、
全
く
賀
行
し
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
サ
ラ

一
九

O
三
年
、
全
慢
の
一
八
%
に
及
ぶ
七

O
名
の
デ
サ
首
長
が
職
務
怠
慢
を
幾
度
か
警
告
さ
れ
た
後
に
逮
捕
さ
れ
、
ま
た
一

八
九
九
年
J
一
九

O
三
年
に
罷
兎
さ
れ
た
者
は
五
八
名
に
及
ん
だ
。
彼
ら
は
、
飲
料
水
の
供
給
改
善
、
水
源
池
の
清
掃
、
有
用
樹
や
有
用
作
物

の
植
付
け
と
い
っ
た
デ
サ
の
利
盆
に
直
結
し
た
仕
事
に
も
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
プ
を
瑳
揮
で
き
ず
、
こ
れ
ら
す
べ
て
は
上
級
権
力
の
命
令
に
頼
ら
ざ

テ
ィ
ガ
鯨
で
は
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1890年代初デサ首長の讃み書き能力

デサ首長 地方語 マト文字 |アルファ芸品ト
(オラン 〉

jH 
線人数 讃み |書き 讃み |書き 譲み |書き

"、- ン T ン 1，522 707 447 966 714 30 30 

ノ、 タ ピ ア 1，153 258 197 526 493 217 216 

ク プ ワ ン 205 128 126 46 36 24 19 

プリアンゲノレ 1，450 1，116 1，038 653 559 420 330 

チェリボン 1，220 807 734 194 104 190 152 

ア すf ノレ 1，029 619 558 97 31 21 17 

プカ ロンカ'ン 1，183 565 270 76 28 20 15 

ス -マ ラ ン 2，444 1，754 1，322 253 56 269 175 

ジ ヤ "ミ プ 1，251 645 562 131 27 98 81 

レ ン ノ、. '/ 2，016 1，573 1，476 30 34 109 97 

ス フ ，、. ヤ 4，957 2，073 1，609 216 124 118 118
1 

.マ ヅ フ 1，168 465 237 146 51 27 21 

パスルアン 1，620 632 460 87 33 52 43 

プロポリンゴ 559 307 282 56 27 30 30 

フ ス キ 689 328 240 141 36 31 28 

バニュマス 1，299 829 607 74 32 223 182 
ノ、. ゲ レ ン 2，660 1，874 1，532 237 140 373 299 

ケ ド 哩 2，846 1，591 116 1，011 89 332 149 

マディウン 1，473 1，018 850 86 62 171 133 

ク ア 4 リ 1，515 1，061 807 234 93 152 134 

全ジャワ マヅラ 1 32，257 118，345 113，470 1 5，260 1 2，769 1ω 71 2，269 

第二表

Holle， K. F.， '‘De Dessabesturen op Java en Madoera" (T.B.B.， vo1.6， 
1892) p.284. 

(出所〉

ハ
mm〉

る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
。

こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
植
民
地
支
配
の
側

か
ら
見
て
デ
サ
首
長
が
期
待
遇
り
に
機
能

し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
の
表
わ
れ
と
言
え

ょ
う
が
、
そ
の
原
因
の
一
つ
は
彼
ら
の
多

く
が
文
盲
で
あ
っ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
よ

ぅ
。
前
章
で
燭
れ
た
よ
う
に
デ
サ
首
長
選

出
に
際
し
讃
み
書
き
能
力
の
有
無
は
篠
件

と
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
貫
際
、

- 85ー

一
八
九

0
年
代
初
頭
の
調
査
に
よ
れ
ば

ジ
ャ
ワ
・
マ
ヅ
ラ
の
オ
ラ
ン
ダ
直
轄
領
の

三
二
、
二
五
三
人
の
デ
サ
首
長
の
う
ち
、

地
方
語
の
讃
め
る
者
は
一
八
、
三
四
五
人

円
五
六
・
九
%
〉
、

書
け
る
者

二ニ、

四
七

O
人
(
四
一
・

八
%
〉
、
マ
レ
l
語
の
讃
め

る
者
五
、
二
六

O
人
三
六
・
三
%
)
、

書

け
る
者
二
、
七
六
九
人
(
八
・
六
%
)
、

ア

ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
ハ
オ
ラ
ン
ダ
語
)
に
至
っ
て

は
讃
め
る
者
二
、
九

O
七
人
(
九
・

oub〉、
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書
け
る
者
二
、
二
六
九
人
(
七
・

O
%
)
に
す
ぎ
な
か
っ
た
(
詳
し
く
は
第
二
表
を
参
照
〉
。
こ
の
黙
は
、
そ
れ
か
ら
約
一

O
年
後
の
ミ
・
モ
・
調
査

時
に
も
基
本
的
に
は
改
善
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
、
デ
サ
行
政
の
水
準
引
上
げ
の
方
策
と
し
て
皐
校
の
増
設
、
数
育
の
必
要
を
指
摘
し
た

豚
報
告
(
ミ
・
司
・
同

-LE)
は
三
六
に
及
ん
で
い
る
。
以
上
の
こ
と
は
、
住
民
側
か
ら
言
え
ば
、
デ
サ
首
長
を
選
ぶ
に
あ
た
り
知
的
能
力
や
行

(
m
m
〉

政
手
腕
の
高
さ
を
剣
断
の
基
準
に
し
て
い
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
あ
の
で
あ
る
。

さ
て
、
デ
サ
運
営
に
於
け
る
何
ら
か
の
決
定
を
下
す
に
あ
た
っ
て
、
デ
サ
首
長
は
如
何
な
る
位
置
を
占
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

(

m
山
〉

代
後
半
の
村
落
自
治
調
査
の
各
勝
報
告

3
・b
-
b
・
)
に
よ
れ
ば
、
調
査
一
五
燃
中
レ
バ
ク
牒
を
除
く
一
四
勝
ま
で
が
、
デ
サ
首
長
は
政
鹿
命

令
の
賓
行
者
と
し
て
は
専
決
的
だ
が
、
土
地
割
嘗
、
デ
サ
役
人
の
選
出
と
い
っ
た
デ
サ
内
の
諸
問
題
の
決
定
に
つ
い
て
は
慣
習
や
住
民
の
一
意
見

こ
の
調
査
の
最
終
報
告
書
(
同
-
U・
与
し
を
書
い
た
ラ
ソ
l
ユ
笥
・
〉
・
開
・

一
九
二

O
年

に
影
響
さ
れ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

そ
し
て
、

円。・

0
・
の
デ
サ
集
舎
と
の
協
議
義
務
付
け
篠
項
(
六
僚
〉
の
役
割
を
高
く
評
債
し
、
そ
れ
が

「
以
前
に
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ

こ
の
黙
に
つ
い
て
、

F
R
O
E
ロ
る
は
、

た
デ
サ
首
長
の
専
決
的
行
動
に
終
止
符
を
打
ち
、
デ
サ
住
民
に
共
同
捜
内
の
諸
問
題
に
充
分
参
輿
で
き
る
と
い
う
観
念
を
育
て
る
の
に
極
め
て

(

但

)

役
立
っ
た
。
:
:
:
協
議
の
義
務
付
け
は
、
デ
サ
の
統
治
に
民
主
的
な
性
質
を
興
え
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

au 

こ
の
評
債
に
よ
れ
ば
、
従
来
の
デ
サ
行
政
は
専
制
的
で
あ
り
、
オ
ラ
ン
ダ
植
民
地
支
配
が
こ
れ
を
改
革
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る

が
、
果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
黙
を
検
討
す
る
た
め
に
、
先
ず
同
調
査
の
各
鯨
報
告
の
分
析
か
ら
始
め
よ
う
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
デ
サ
首
長
の
住
民
に
劃
す
る
権
威
の
大
き
さ
に
地
域
差
が
見
ら
れ
る
黙
で
あ
る
。
先
ず
、
先
に
例
外
と
さ
れ

た
レ
パ
ク
厭
の
報
告
で
は
「
バ
ン
テ
ン
に
於
け
る
一
般
的
な
問
題
は
、
ジ
ャ
ロ
(
デ
サ
首
長
|
|
引
用
者
〉
が
住
民
か
ら
ほ
と
ん
ど
敬
意
を
梯
わ

れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
結
果
、
彼
ら
の
村
長
と
し
て
の
権
威
が
充
分
に
は
行
き
わ
た
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
」
と
、
そ
の
低
さ
が
問
題
に
さ
れ
る
。

こ
の
地
域
の
村
の
中
で
住
民
の
信
頼
を
集
め
る
の
は
ジ
ャ
ロ
で
は
な
く
ク
コ
ロ
ッ
ト

(
Z
E
Z
C
即
ち
長

老
で
あ
り
、
村
政
運
営
に
は
そ
の
支
持
が
不
可
歓
な
の
だ
が
、
住
民
は
彼
ら
が
デ
サ
役
人
に
加
わ
る
こ
と
は
慣
習
に
染
ま
な
い
と
考
え
て
い
る

(
M
M
〉

か
ら
だ
と
指
摘
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は

一
九
世
紀
後
半
の
調
査
に
こ
の
長
老
の
役
割
を
見
る
と
、

彼
ら
は
ヂ
サ
役
人
の
選
出
、
新
参
者
の
受
け
入
れ
、
共
有



水
田
〈
g
z
r
s
m
R乙
持
分
の
承
認
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
重
要
問
題
に
関
し
て
デ
サ
首
長
や
宗
教
役
人
に
助
言
を
輿
え
、
村
内
の
紛
争
の
仲
裁
、

(

お

〉

遺
言
や
財
産
分
割
、
土
地
買
買
、
借
金
の
際
の
謹
人
を
勤
め
る
な
ど
し
、
慣
習
法
の
維
持
者
と
し
て
濁
立
的
な
地
位
を
保
っ
て
い
た
。
つ
ま

り
、
バ
ン
テ
ン
の
本
来
の
村
落
行
政
に
於
い
て
は
長
老
の
役
割
の
方
が
デ
サ
首
長
よ
り
も
住
民
か
ら
重
視
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ

は
植
民
地
権
力
に
よ
る
デ
サ
行
政
の
劃
一
化
の
方
向
と
は
相
封
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
結
局
、
植
民
地
支
配
は
こ
の
土
着
の
村
落
行
政
シ

ス
テ
ム
を
充
分
に
は
崩
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
こ
の
地
域
の
デ
サ
首
長
の
擢
威
の
例
外
的
な
低
さ
の
根
本
的
な
原
因
で
あ
っ

(

泊

〉
た

次
に
ス
カ
プ
ミ
豚
(
プ
リ
ア
ン
グ
ル
〉
で
は
、
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「
極
め
て
個
人
主
義
的
な
住
民
の
性
格
に
よ
っ
て
、
こ
こ
で
は
デ
サ
首
長
が
専
制
的
擢
力
を
持

(

お

)

っ
と
は
言
い
難
い
」
と
指
摘
さ
れ
、
ル
ラ
ー
は
住
民
の
個
人
権
、
と
り
わ
け
主
地
権
に
は
ほ
と
ん
ど
口
出
し
し
な
い
と
言
わ
れ
る
。
同
様
の
内

(
叩
叩
)

容
は
バ
ン
ド
ン
鯨
報
告
に
も
見
え
る
が
、
こ
の
個
人
主
義
的
性
格
の
背
景
に
こ
の
地
域
の
土
地
権
が
個
人
占
有
で
あ
る
と
い
う
事
情
が
存
在
し

た
こ
と
は
、
容
易
に
想
定
さ
れ
よ
う
。
プ
ル
ウ
ォ
ケ
ル
ト
、
テ
ガ
ル
、
ウ
ォ
ノ
ソ
ボ
、
ケ
ン
ダ
ル
、
ポ
ノ
ロ
ゴ
、
パ
ナ
ル
カ
ン
各
豚
報
告
が
、

(

幻

〉

個
人
占
有
デ
サ
の
首
長
擢
カ
は
共
同
占
有
デ
サ
や
南
形
態
の
混
合
デ
サ
よ
り
弱
い
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
黙
が
理
解
さ
れ
よ

う
。
パ
ナ
ル
カ
ン
勝
報
告
は
、
デ
サ
首
長
に
「
懲
戒
権
や
、
土
地
割
嘗
へ
の
介
入
が
な
い
」
こ
と
を
理
由
に
あ
げ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
個

人
占
有
の
み
の
地
域
で
は
、
デ
サ
首
長
た
る
こ
と
の
利
黙
が
少
な
く
、
立
候
補
者
を
見
つ
け
る
の
が
困
難
だ
と
い
う
よ
う
な
朕
況
も
、
早
く
か

(
m
m
)
 

ら
見
ら
れ
た
と
い
う
。

?

第
三
は
、
都
市
及
び
そ
の
周
濯
に
位
置
す
る
デ
サ
の
首
長
の
権
威
の
後
退
で
あ
る
。
そ
の
事
情
を
見
る
と
、
テ
ガ
ル
廓
で
は
「
燃
臆
所
在
地

や
そ
の
近
郊
の
、
非
土
地
占
有
者
数
が
占
有
者
数
を
大
き
く
上
廻
り
、
か
な
り
の
数
の
流
動
性
の
あ
る
住
民
が
見
い
出
さ
れ
る
(
ク
l
p
l
や
賃

ハm
m
)

金
生
活
者
は
デ
サ
結
合
の
枠
外
に
あ
る
〉
デ
サ
」
で
、
首
長
の
構
成
は
相
封
的
に
小
さ
い
と
さ
れ
、
ス
カ
プ
ミ
鯨
で
は
「
貨
幣
経
済
の
導
入
に
よ
っ

て
、
デ
サ
首
長
は
惇
統
的
擢
威
を
持
っ
た
慣
習
法
首
長
と
し
て
よ
り
も
、
デ
サ
か
ら
給
料
を
輿
え
ら
れ
る
役
人
と
し
て
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
。
こ
の
吠
況
は
、
特
に
慣
習
に
基
づ
ミ
負
措
tE
岳
包
吉
と

E
g
g
g
)
が
完
全
に
腰
止
さ
れ
て
し
ま
っ
た
人
口
集
中
地
や
そ
の
近

- 87-
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き郷
おの
こァ
しサ
てで
い観
る察
のさ
でれ(
あ〈る40
る41己)

と
し、

わ
れ
る

こ
こ
で
は
都
市
化
に
よ
る
非
農
業
人
口
の
増
加
や
俸
統
的
慣
行
の
底
止
が
、

権
威
の
後
退
を
ひ

こ
う
し
て
見
る
と
、
デ
サ
首
長
の
住
民
に
劃
す
る
権
威
の
大
き
さ
、
権
力
の
強
さ
の
問
題
は
、
植
民
地
権
力
に
よ
る
後
楯
に
よ
る
も
の
を
別

に
す
る
な
ら
ば
、
一
般
的
に
は
土
地
権
へ
の
介
入
の
如
何
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
言
い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
は
本

来
、
共
同
占
有
デ
サ
に
於
い
て
最
も
大
き
い
は
ず
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
共
同
占
有
デ
サ
に
於
い
て
、

-
O・
C
-
以
前
に
首
長
権
力
は
専
制
的
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
今
、
デ
サ
運
営
上
、

最
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
水
田
割
替
の
方
法
を
同
-
h
p・
4
0
-
・
ω・
同

】

-
N
勾
の
記
述
に
見
る
と
、

ス
ラ
パ
ヤ
、
パ
ス
ル
ア
ン
で
は
持
分
保
有
者
自
身
が
こ
れ
を
行
な
い
、
デ
サ
首
長
は
謹
人

プ
ル
ウ
ォ
レ
ジ
ョ
、

ケ
ン
ダ
ル
、

ク
ド
ゥ
ス

パ
-
ア
ィ
、

レ
ン
パ
ン
、

マ
デ
ィ
ウ
ン
、

ク
J

ア
ィ
リ
、

と
し
て
機
能
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
デ
サ
役
人
の
選
出
に
つ
い
て
見
る
と
、
内
藤

〔
H
S喧〕匂・

3
も
指
摘
す
る
よ
う
に
特
定
の
役
職
は
住

民
と
デ
サ
首
長
と
の
協
議
に
よ
り
選
ば
れ
る
地
方
が
あ
り
、
そ
の
一
部
も
し
く
は
全
部
が
選
拳
さ
れ
る
と
こ
ろ
さ
え
あ
っ
た
。
ス
ラ
バ
ヤ
や
パ

ハ
必
〉

ス
ル
ア
ン
の
一
部
で
は
、
デ
サ
役
人
は
土
地
占
有
者
に
よ
る
順
番
制
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
事
買
を
見
る
と
、
ジ
ャ
ワ
の
デ
サ
で
は
本

- 88ー

来
、
か
な
り
の
地
域
に
於
い
て
デ
サ
行
政
へ
の
住
民
参
加
の
慣
行
が
存
在
し
て
お
り
、
デ
サ
首
長
が
こ
れ
を
完
全
に
無
視
す
る
こ
と
は
必
ず
し

(
川
町
)

も
で
き
な
か
っ
た
と
考
え
た
ほ
う
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
理
事
命
令
や
H

・
0
・
0
・
は
、
こ
う
し
た
慣
行
を
明
確
に
政
鹿
の
方
針
と
し
て
制
度
化
す

(
川
制
〉

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
住
民
参
加
を
一
層
促
進
さ
せ
る
役
割
は
果
し
た
が
、
新
た
に
こ
れ
を
創
り
出
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

デ
サ
首
長
の
役
職
に
伴
な
う
牧
入

本
章
で
は
デ
サ
首
長
の
牧
入
の
分
析
を
通
じ
て
、
そ
の
祉
舎
的
地
位
を
検
討
す
る
。
第
三
表
、
第
四
表
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
九

O
二
年
頃
と
一

九
二
六
年
の
デ
サ
首
長
の
役
職
に
伴
な
う
年
牧
の
分
布
等
を
州
毎
に
概
観
し
た
も
の
で
あ
る
。
年
牧
の
中
味
は
、
第
三
表
に
つ
い
て
は
地
税
徴

牧
手
首
、

コ
ー
ヒ
ー
栽
培
歩
合
、
職
田
牧
入
、
パ
ン
チ
品
ン
、
そ
の
他
(
サ
ン
パ
タ
ン

g日
g
g口、
ク
ド

f
フン

r
o
E
。2
2
な
ど
の
傍
役
と
、
デ
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デサ首長の役職に伴なう年牧 (1902-03年調査〉

タトl lデ市|叫 32P線 以下 f900i f1200I f1500[ f1800[ f 超

ノ、 ン ア ン 1，326 941 51 11 1 

ノミタピア(クラワン開幕) 213 120 27 5 6 

プリアンゲノレ I，043| 401 446 149 31 10 5 1 

チェリボン 1，232 173 388 252 137 109 52 821 _ 39 

プカロンガン 2，048 773 770 278 116 61 22 141 . 14 

ス ーマ フ てJ 3，408 766 1，304 723 345 143 61 42 24 
レ 〉ノ ，、 ン 1，987 289 870 529 196 76 16 10 1 
ス フ ノ、ー， ヤ 4，832 2，412 1，9701 _ 367 55 22 4 2 
曹司， ヅ フ 1，492 550 580 248 72 28 6 6 2 
ノミスノレアン 2，253 592 1，174 385 85 15 2 

フ 戸、 キ 744 132 207 177 131 39 27 27 

6:1 バ ニュマス 1，544 155 392 334 245 157 107 85 
ケ ド P 一 2，694 662 965 617 265 107 43 25 10 
マディウン 1，450 209 804 286 95 31 13 7 5 
ク ア イ リ 1，564 92 559 492 250 99 32 27 13 

全ジャワ・マヅラ |幻，83018，叫 181 

第三表

サ
内
の
諸
行
事
に
立
ち
曾
う
際
の
謝
金
〉
か
ら
成
り
、
第
四
表
に
つ
い

て
は
表
示
の
通
り
で
あ
り
、
現
金
枚
入
で
な
い
も
の
も
す
べ
て
現

金
に
一換
算
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
職
田
と
パ
ン

チ
ェ
ン
等
の
傍
役
に
つ
い
て
は
後
に
詳
述
ヂ
る
こ
と
と
し
、
そ
の

他
の
も
の
に
つ
い
て
簡
皐
に
説
明
し
て
お
こ
う
。
地
一
税
徴
牧
手
嘗

(

必

)

は
、
徴
牧
額
の
八
%
か
ら
成
る
ι

コ
ー
ヒ
ー
栽
培
歩
合
は
そ
の
強

制
栽
培
に
従
事
す
る
デ
サ
の
首
長
に
劃
し
て
支
排
わ
れ
る
も
の
で

E.D.D.， bijlage IV， p.185. 

一
九

一
八
J
一
九
一
九
年
の
強
制
栽
培
全
贋
の
結
果
、
第

四
表
の
時
期
に
は
嘗
然
消
滅
し
て
い
る
。
か
わ
り
に
、
倫
理
政
策

下
に
推
進
さ
れ
た
農
民
金
融
政
策
の
結
果
、
デ
サ
首
長
は
信
用
組

合
の
管
理
を
委
ね
ら
れ
、
そ
の
管
理
牧
入
が
登
場
す
る
。
も
-っ
と

も
そ
の
普
及
は
遅
々
と
し
て
お
り
、
第
四
表
に
示
さ
れ
る
よ
う
に

そ
の
牧
入
は
多
く
な
い
。
第
四
表
の
「
不
定
期
デ
サ
内
放
入
」
は

- 89ー

あ
り
、

第
三
表
の
謝
金
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
慣
習
法
に
よ
り

如
何
な
る
場
合
に
誰
に
ど
れ
だ
け
排
う
か
が
決
め
ら
れ
て
い
た

(必〉
が
、
一
商
業
中
心
地
や
都
市
部
、
農
企
業
の
近
郷
デ
サ
で
は
次
第
に

(
円
引
〉

消
滅
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
い
う
。

(出所〉

さ
て
、
第
四
表
か
ら
讃
み
と
れ
る
の
は
、
先
ず
牧
入
の
大
宗
を

占
め
る
の
が
職
回
、
務
役
、
地
税
徴
牧
手
嘗
で
あ
る
と
い
う
貼
で



由
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第四表 デサ首長の役職に伴なう年牧 (1926年調査〉
一 一一一一一 一 一 一 一 一 一 一一

デサ 年 枚 分 布 枚 入内 分比 率( %) 1デ サ
州、|

f印60ω~~ Iドh“伽6仲 |ド印伽0ω仲0か句 Ifド作同f臼ω凶1ロ120却0州加側蜘川0かぺ小"十十|ドf倒ωμ絢0∞0 職 回 |聖税徴普|講習封書室譲受|労役

蛍り
首長数

未満 f900 I f12001 f18001 f2400以上 卒均年牧

~、. ユ/ ア 、J 549 241 206 77 24 1 8.7 22.3 5.6 63.4 f756 
~、@ タ ピ‘ ア 646 441 139 53 13 1.2 55.3 5.5 7.6 30.3 f494 

プリアンゲノレ 1，240 242 324 263 265 97 48 4.1 27.8 6.9 6.7 54.4 f1，165 

チェリボン 1，001 454 236 143 109 43 15 47.5 22.8 4.6 3.1 22.0 f894 

フ.カロンカ.ン 1，377 692 312 177 134 48 14 45.5 24.8 6.2 3.0 20.5 f789 

ス ーマ フ ン 1，977 662 462 370 340 103 40 50. 1 15.2 6.3 5.3 23.0 f1，000 

レ ユノ 2、. ン 1，372 804 387 124 54 2 3 51. 4 17.0 5.2 7.4 19.0 f600 

ス フ ノ、. ヤ 1，990 913 473 308 260 33 3 44.0 19.4 7.6 0.9 28.2 f733 

ーョr ツ. フ 996 734 196 46 16 4 22.2 12.9 4.2 2.5 58.3 f489 

パスルアン 1，338 483 514 248 88 5 31. 9 25.7 1.5 1.8 39.2 f674 

プ ス キ 747 208 136 134 150 51 28 17.3 16.5 1.1 1.1 64.0 f1，013 

ノミニュマス 1，080 343 148 130 226 124 109 68.5 11. 3 3.8 0.7 13.3 f1，392 

ケ ド ? 一 1，994 1，127 457 193 158 47 12 58.5 17.8 6.8 1.3 15.7 f776 

マデ f ウン 1，151 591 325 156 53 14 12 55.6 18.2 5.5 3.8 16.9 f637 

グ ア イ リ 1，127 400 384 225 104 10 47.3 24.7 6.1 0.9 21. 0 f792 

全ジャワ マヅラ 118，581 1 8， 335 1州 91仰 71ω31 284 1 42. 0 1 20.2 1 3.0 1 29.3 1 f820 

g 

(出所) E.D.A.， bijlage D.より算出。



あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
地
域
毎
に
見
る
と
、
地
税
徴
牧
手
嘗
の
占
め
る
比
率
が
異
常
に
高
い
バ
ン
テ
ン
を
除
け
ば
、
個
人
占
有
地
域
で
は
鉱
労

役
、
共
同
占
有
地
域
で
は
職
田
牧
入
が
最
大
部
分
を
占
め
る
。
一
九
O
二
J
O
三
年
調
査
で
は
こ
う
し
た
費
目
別
牧
入
額
は
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
な
い
が
、
後
述
す
る
職
田
の
分
析
な
ど
か
ら
考
え
て
、
上
の
傾
向
と
大
き
く
異
ワ
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。(

岬
叩
〉

次
に
牧
入
額
自
桂
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
各
調
査
は
、
充
分
な
牧
入
た
る
基
準
を
第
三
表
で
は

f
三
。
。
以
上
、
第
四
表
で
は

f
六
O
O
に

(

必

)

置
い
て
い
る
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
第
三
表
で
三
O
%
、
第
四
表
で
は
四
五
%
の
デ
サ
首
長
の
役
職
に
伴
な
う
牧
入
が
不
充
分
で
あ
り
、
し
か
も

こ
の
比
率
に
は
地
域
差
が
大
き
い
。
第
三
表
で
は
、
パ
ン
テ
ン

(
f
三
O
O
以
下
七
一
・
O
U
A
)
、
パ
タ
。ピ
ア
(
五
六
・
三
%
)
、
ス
ラ
パ
ヤ
〈
四
九
・

九
%
)
な
ど
、
第
四
表
で
は
マ
ヅ
ラ

(
f
六
O
O
以
下
七
三
・
七
%
)
、
パ
タ
ピ
ア
(
六
八
・
三
%
〉
、
レ
ン
バ
ン
ハ
五
八
・
六
%
)
、
ヶ
ド
ヮ

l

〈
五
六
・

五
%
)
、
マ
デ
ィ
ウ
ン
(
五
一
・
三
%
〉
、
プ
カ
ロ
ン
ガ
ン
〈
五
0
・
三
%
)
な
ど
に
、

・牧
入
不
充
分
デ
サ
首
長
が
多
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
、

こ
れ
ら
の
層
の
デ
サ
首
長
の
デ
サ
内
で
の
経
済
的
地
位
は
ど
の
よ
う
に
評
債
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
牧
入
の
多
寡
の
生
じ
る
要
因

前
者
の
問
題
か
ら
考
え
よ
う
。
先
ず
、
雨
表
と
も
糖
業
地
帯
で
糖
業
が
支
梯
う
諸
種
の
手
数
料
な
ど
は
年
牧
に
含
め
て
お
ら
ず
、
こ
れ
を
含

- 91ー

は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

め
れ
ば
牧
入
不
充
分
デ
サ
首
長
数
は
か
な
り
減
少
す
る
と
思
わ
れ
る

0

・
次
に
、
こ
の
表
に
は
嘗
然
、
役
職
と
直
接
の
関
係
な
し
に
手
に
す
る
個

人
牧
入
も
含
ま
れ
て
い
な
い
。
一
九
O
O
年
頃
の
農
家
の
卒
均
牧
入
に
つ
い
て
、
デ
ヴ
ェ
ン
テ
ル

2
・、

E
-
Sロ
U
2
2
5〉
は
中
部
ジ
ャ
ワ

(

印

〉

で
f
八
O
程
度
、
西
ジ
ャ
ワ
で
は
こ
れ
よ
り
や
や
低
く
、
東
ジ
ャ
ワ
で
は
若
干
高
い
が

f
一
O
O
を
越
え
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
彼
ら
は

(

日

)

嘗
然
こ
れ
以
上
の
個
人
ー牧
入
を
あ
げ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
こ
の
卒
均
牧
入
額
に
照
ら
せ
ば
先
の

f
三
O
O
、

f
六
O
O
と
い
う
基
準
は

(

臼

〉

高
め
に
設
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
結
局
、
一
般
住
民
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
内
藤
〔
H
S
S
U・
8
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、

い
っ
て
デ
サ
首
長
の
経
済
的
地
位
は
か
な
り
古
向
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

一
般
的
に

517 

で
あ
り
、

後
者
の
、
牧
入
の
差
の
費
生
要
因
に
つ
い
て
は
、
同
'
N
)
・〉
-
w

同

M
M
H

に
よ
れ
ば
一
般
に
経
済
朕
態
の
良
い
牒
で
の
デ
サ
首
長
の
牧
入
は
充
分

そ
れ
は
特
に
彼
ら
が
個
人
牧
入
で
も
補
う
か
ら
だ
と
、
役
職
に
仙
け
な
う
牧
入
以
外
を
も
視
野
に
い
れ
た
説
明
が
な
さ
れ
る
。
た
だ
、
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共同占有デサ 個人占有・共同占有混在デサ

職国の 卒均 面 積 位 置 職回の 卒均 面 積 位 置
ある 面積

固定 |不定 可動 |閤定
デサ数 ある 面積

固定 |不定 可動 1固定デサ(パウ〉 デサ(バウ〉

26 161 21. 7 16 16: 

419 64.3 227 192 86 333 691 689 60.6 303 386 75 

1 2241 

314 20.7 297 17 57 257 485 462 23.7 444 18 60 

898 14.3 895 3 3 895 227 224 17.3 224 

1，554 27.2 1，554 1，554 620 620 26.2 620 

527 40.4 527 23 504 549 549 39.2 549 13 536 

64 17.0 28 36 64 1，807 1，807 21. 7 1，037 770 110 1，697 

3，250 10.0 653 2，597 2，769 481 1，211 1，161 10.6 673 488 442 719 

1，132 11.4 742 390 710 422 516 514 11.0 484 30 425 89 

31 29 10.8 29 29 

377 35.4 161 216 119 258 817 809 34.3 457 352 139 670 

1，404 16.0 510 894 80 1，324 908 893 12.4 453 440 250 643 

2，264 8.1 2，264 2，264 643 643 7.0 643 643 

826 27.6 768 68 64 762 676 676 24.1 667 9 16 660 

487 21. 0 432 55 105 382 874 840 21. 5 742 718 

13， 5161山小仲 01619，500トo仲9321幻 117，34112， 59111， 6山。

- 92一
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第五表 1882年ジャワ・マヅラの職回欣況

車韓国の
個人占有デサ

州 デサ数 ある 職田の 卒均 面積 位置

デサ デサ数ある 面積
固定l不定 可動|固定

デサ数

デサ〈ノZウ〉

パンテン 1，542 189 1，452 100 3.3 100 100 

パタピア 10 13 10 10 2.6 10 10 
〈プノレプル〉

グ フ ワ ン 175 175 ー

プリアンゲノレ 1，547 311 1，521 15 2.5 15 15 

一五チェリボン 1，185 1，168 73 58 11. 0 43 15 15 43 419 

ア すf ノレ 1，022 821 219 41 2.4 41 41 314 

プカロンカ.ン 1，202 1，123 76 1 6.0 1 11' 899 

スマラン 2，184 2，179 5 31 10.3 3 31 1，555 

シ、-ャノe、フ- 1，183 1，092 92 91 13.1 9 9 今 535

レンノミン 1，959. 1，884 87 12 2.4 12 ____1' 12 64 

スラパヤ 4，562 4，423 86 11 7.8 11 .11 3，263 

パスノレアン 1，735 1，655 87. 9 4.2 9 91 1，132 

プロボリンゴ 555 331 555 331 8.5 331 331 

ブ ス キ 677 138 646 109 4.5 109 109 

バユュマス 1，322 1，236 88 12 4.7 8 4 31 9 379 

パゲレン 2，638 2，445 263 85 11. 2 30 85 178 1，404 

ケ ドゥ ー 2，911 2，910 3 3 2.7 3 31 2，265 

マディウン 1，546 1，517 33 7 0.9 7 1 6 827 

クディ リ ， 1，404 1，350 36 19 18.4 19 490 

ーョr ヅ フ 159 159 98 
〈パメカサン〕 98 18.1 98 ? 

ヤ マヅラ 129仏M仰山，51刈5臼m叩1凶8 8.41 8841 ω|山，揃

(出所) K. V.， 1883， bijlage P. 

- 93ー
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共同占有デサ 個人占有 ・共同占有混在デサ

職回の 卒均 面 積 位 置 職田の 卒均 面 積 位 置
ある 面積

固定 |不定 可動 |固定
デサ数 ある 面積

固定 |不定 可動|固定デサ(パウ〉 デサ 〈パウ〉

一

28 241 11. 6 24 24 

194 34.9 160 34 194 942 942 35.1 725 217 942 

266 18.6 266 266 498 492 22.7 492 492 

520 13.5 141 379 520 445 442 15.3 209 233 442 

1，082 25.9 683 399 -11，082 1，042 1，042 25.3 647 395 -11，042 

381 29.1 381 381 683 683 34.4 683 683 

501 20.8 22 28 501 1，780 1，753 22.1 752 1，001 -11，753 

2，413 4.0 869 1，544 1，367 1，046 1，958 1，938 8.3 805 1，033 500 1，438 

844 4.6 169 675 9 835 676 664 2.8 439 225 61 603 

322 322 10.6 170 152 322 

167 27.7 115 52 167 1，006 1，006 26.6 374 632 -11，006 

861 13.3 515 346 861 967 926 9.5 180 746 926 

2，074 5.3 1，528 546 -12，074 569 569 7.9 397 172 569 

462 14.4 255 207 58 404 969 966 16.5 601 365 81 885 

393 23.1 393 393 1，064 1，064 22.3 1，064 121 1，052 

仏引仰山吋7拘加利07ベ7イ|沖沖小434いい山31叫仲6316倒付叫仲臼4中中1トド1ロ2.179
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第六表 1897年ジャワ・マヅラの職回朕況

職田の
個人占有デサ

州 デサ敷 ある 磯田の 卒均 面積 位置

デサ デサ数 ある 面積
固定|不定 可動|固定

デサ敷
デサ (パウ〉

パンテン 1，413 524 1，413 52品 3.5 524 31 521 

パタピア 宅司

(プ ノレプル〉
8 9 

? フ ワン 204 14 204 14 2.5 14 14 

プリアンゲル 1，454 458 1，426 134 4.4 105 29 23 111 

チェリボン 1，211 1，211 74 74 7.5 74 194 .. 
ア ，}l ノレ 999 858 235 100 3.0 -1 100 266 

プカロンガン 1，047 963 79 1 1.0 1 1 523 

スマラ ン 2，148 2，135 7 1，082 

シ‘' ャ ノ、・ フー 1，147 1，069 61 383 

レンノミン 1，934 1，842 102 37 6.5 37 37 50 

スラパヤ ‘ 4，592 4，371 211 20 5.8 20 20 2，417 

パスルアン 1，674 1，533 121 25 3.1 24 1 25 877 

プロポリ ン ゴ 567 361 245 39 9.2 38 1 39 

フ ス キ 722 474 722 474 5.7 247 217 474 

バニュマス 1，347 1，219 133 11 2.7 11 11 167 

パゲレ ン 2，647 1，853 289 55 7.1 55 551 1，322 

ケ ド P 2，644 2，644 2，074 

マディウ γ 1，4861 1，450 36 6 

H2L21lm 6 

6 463 

P ディ リ 54 395 
-マ ヅ フ

1，1941 1，175 〈パメカサン〉 1，，161 1，161 -11，161 

ャワ マ ヅラ 1 29吋~321 6 ， 5731: 2， 6751 8. SJZ， 3171 
358

1 _2+ 叫，213

(出所) K. V.， 1898， bijlage P. 
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地
税
徴
牧
手
嘗
や
職
田
牧
入
自
瞳
も
土
地
の
肥
沃
度
に
左
右
さ
れ
る
か
ら
、
デ
サ
首
長
職
に
伴
な
う
牧
入
の
み
を
と
っ
て
も
地
域
の
経
済
朕
況

の
良
し
悪
し
が
そ
の
多
寡
を
規
定
す
る
一
つ
の
要
因
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
ミ
・
司
・
同
・
・

5
0
は
デ
サ
首
長
の
役
職
に
伴
な
う
牧
入
の
不
充

分
な
地
域
を
い
く
つ
か
あ
げ
、
そ
の
理
由
と
し
て
デ
サ
が
山
間
部
や
都
市
部
に
立
地
す
る
た
め
地
税
徴
牧
手
首
が
少
な
い
こ
と
、
職
田
が
な
い

こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
読
明
は
い
ず
れ
も
そ
れ
自
睡
正
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
先
に
見
た
よ
う
に
牧
入
の
大
き
な
部
分
を
職
固
と
傍
役
が
占
め
る
の
で
あ

れ
ば
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
デ
サ
内
部
で
額
が
決
ま
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
一
意
味
で
は
デ
サ
首
長
の
枚
入
は
住
民
と
の
関
係
の
あ
り
方
に
よ

っ
て
も
大
き
く
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
、
職
田
と
努
役
の
吠
況
を
具
瞳
的
に
検
討
し
、
そ
こ
に
表
わ
れ
た

デ
サ
首
長
と
住
民
の
関
係
を
さ
ぐ
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

(

臼

〉

一
八
九
七
年
の
全
ジ
ャ
ワ
・
マ
ヅ
ラ
直
轄
領
の
職
田
賦
況
を
一
覧
し
た
も
の
で
あ
る
。
雨

表
か
ら
讃
み
取
れ
る
こ
と
は
、
第
一
に
西
ジ
ャ
ワ
と
東
端
地
方
に
職
田
の
あ
る
デ
サ
が
少
な
い
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
土
地
占
有
形
態
別
に
見

第
五
表
、
第
六
表
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
八
八
二
年
、

マ
ヅ
ラ
を
例
外
と
し
て
個
人
占
有
デ
サ
に
は
職
回
、
が
一
般
に
少
な
く
、
共
同
占
有
の
存
在
す
る
デ
サ
で
は
ほ
と
ん
ど
に
職
田
が
あ
る
。

第
三
に
一
デ
サ
嘗
り
の
卒
均
面
積
も
、
個
人
占
有
デ
サ
よ
り
共
同
占
有
の
あ
る
デ
サ
の
方
が
か
な
り
大
き
い
と
い
う
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
第
四

に
個
人
占
有
デ
サ
で
は
贋
さ
や
位
置
の
固
定
し
た
も
の
が
大
半
で
あ
る
が
、
共
同
占
有
の
あ
る
デ
サ
で
は
か
な
り
の
と
こ
ろ
で
面
積
は
不
定
で

あ
り
(
首
長
選
器
時
に
決
め
ら
れ
る
と
い
わ
れ
る
〉
、
位
置
の
固
定
し
て
い
な
い
も
の
も
多
い
。

る
と
、次

に
雨
表
を
比
較
し
て
、

一
五
年
聞
の
襲
化
を
見
ょ
う
。
こ
の
時
期
に
は
前
述
の
理
事
命
令
に
よ
り
デ
サ
行
政
改
革
が
命
じ
ら
れ
て
お
り
、

個
人
占
有
デ
サ
が
増
え
共
同
占
有
デ
サ
が
減
っ
て
い
る
こ
と
が
目
に
つ

(

町

内

)

く
が
、
こ
れ
は
一
八
七
二
年
時
換
令
の
影
響
で
あ
り
職
田
と
の
直
接
関
係
は
な
い
。
第
二
に
、
個
人
占
有
デ
サ
に
於
け
る
職
田
の
大
幅
な
増
加

が
見
ら
れ
る
。
特
に
、
一
八
八
二
年
に
は
職
田
が
ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
西
ジ
ャ
ワ
や
東
端
地
方
で
の
新
設
が
顕
著
で
あ
る
。
こ
の
政
策
は
そ
の

後
も
纏
損
さ
れ
た
が
、
政
膳
所
有
の
荒
蕪
地
を
住
民
に
開
墾
さ
せ
、
そ
こ
へ
職
田
を
設
定
す
る
と
い
う
方
法
が
採
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と

そ
の
結
果
が
何
ら
か
の
形
で
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
先
ず
、
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も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
新
設
や
援
張
は
決
し
て
順
調
に
進
ん
だ
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

反
封
同
ク
ラ
ワ
ン
、
プ
リ
ア
Y

ゲ
ル
、
ス
ラ
バ
ャ
、
ク
デ
ィ
リ
〉
、
遁
嘗
な
土
地
の
不
足
(
プ
リ
ア
ン
グ
ル
、
ス
ラ
パ
ヤ
、

(
間
山
〉

、
〉
円
ノ

o

hw 

同
町

-
U
-
U・
は
、
そ
の
理
由
と
し
て
、

住
民
の

マ
ヅ
ラ
、
プ
ス
キ
)
、
デ
サ
首
長

(
白
州
〉

が
職
田
よ
り
も
籾
や
現
金
を
住
民
か
ら
受
け
取
る
こ
と
の
方
を
望
ん
だ
こ
と
ハ
プ
リ
ア
ン
ゲ
ル
、
パ
ス
ル
ア
ン
〉
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
。

て
、
第
四
表
で
見
た
よ
う
に
、
西
ジ
ャ
ワ
や
東
端
地
方
な
ど
で
職
田
牧
入
が
極
め
て
少
な
い
と
い
う
紋
況
が
、

(

m

む

い
た
の
で
あ
る
。

か
く
し

一
九
二
六
年
段
階
で
も
績
い
て

南
表
の
比
較
か
ら
讃
み
取
れ
る
こ
と
の
第
三
は
、

一
八
八
二
年
に
見
ら
れ
た
チ
ェ
リ
ボ
ン
六
四
・
三
パ
ウ
、

四
0
・
四
パ
ウ
、
三
九
・
二
パ
ウ
、
バ
ニ
ム
マ
ス
三
五
・
四
バ
ゥ
、
三
四
・
三
パ
ウ
と
い
っ
た
共
同
占
有
の
あ
る
デ
サ
に
於
け
る
職
田
卒
均
面

積
の
慶
大
さ
が
、
九
七
年
に
は
そ
れ
ぞ
れ
三
四
・
九
パ
ウ
、
三
五
・
一
パ
ウ
、
二
九
・
一
パ
ウ
、
三
四
・
四
パ
ウ
、
二
七
・
七
パ
ウ
、
二
六
・

六
バ
ウ
と
、
い
ず
れ
も
縮
小
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
理
事
命
令
六
僚
の
適
用
が
準
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
の
結
果
と
考
え
ら
れ

(

臼

)
る
。
第
四
は
職
図
面
積
を
デ
サ
首
長
選
事
時
に
決
定
す
る
デ
サ
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
傾
向
は
特
に
テ
ガ
ル
、
プ
カ
ロ
ン
ガ

ン
、
ス
マ
ラ
ン
に
於
い
て
顕
著
で
あ
る
。
こ
の
背
景
に
も
政
鹿
の
介
入
が
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
ジ
ャ
パ
ラ
で
は
こ
の
方
式
が
全
く
導
入
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
、
チ
ェ
リ
ボ
ン
、
ス
ラ
パ
ヤ
、
ク
デ
ィ
リ
で
は
面
積
固
定
方
式
の
方
が
増
え
て
い
ーる
こ
と
、
西
ジ
ャ
ワ
や
プ
ス
キ
で
の
職
回
新
設

に
あ
た
り
雨
方
式
を
導
入
し
て
い
る
こ
と
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も
徹
底
は
し
て
い
な
い
。
職
田
位
置
に
つ
い
て
は
固
定
化
の
準
行
が

(

印

)

見
ら
れ
る
。

六
0
・
六
パ
ウ
、

ジ
ャ
パ
ラ

一昨ー

以
上
の
諸
特
徴
に
つ
い
て
、
筆
者
は
次
の
よ
う
な
解
揮
が
可
能
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
共
同
占
有
デ
サ
に
職
国
が
多
く
、
そ
の
面
積
が

比
較
的
庚
い
こ
と
は
、
デ
サ
首
長
の
職
務
が
そ
こ
の
住
民
に
と
っ
て
よ
り
重
要
な
一意
味
を
持
つ
、
換
言
す
れ
ば
首
長
の
権
限
が
よ
り
大
き
か
っ

た
こ
と
の
反
映
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
逆
に
住
民
の
意
志
が
そ
の
報
酬
を
規
定
す
る
側
面
も
強
く
、
そ
の
こ
と
が
面
積
や
位
置

(

印

〉

の
決
定
へ
の
住
民
参
輿
の
比
率
の
高
さ
に
表
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
時
に
は
職
田
面
積
を
巌
し
く
制
限
す
る
場
合
す
ら
あ
っ
た
。
こ

れ
に
封
じ
個
大
占
有
の
場
合
に
は
、
デ
ザ
首
長
と
住
民
と
の
関
係
は
相
封
的
に
疎
遠
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
住
民
は
職
田
が
存
在
す
る
場
合
で
も
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そ
れ
程
深
く
は
開
輿
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
次
に
政
鹿
の
方
針
は
先
述
の
如
く
デ
サ
制
度
劃
一
化
を
一
意
園
し
て
い
た
が
、
職
田
に
関
す
る
限

(
m
m
)
 

り
基
本
的
に
は
共
同
占
有
デ
サ
の
側
へ
の
統
一
を
め
ざ
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
来
そ
の
制
度
が
な
か
っ
た
個
人
占
有
地
域
に

も
職
田
を
導
入
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
住
民
の
抵
抗
に
遇
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
あ
ま
り
に
慶
大
な
職
田
の
縮
小
も
、
こ
の
劃
一
化

と
い
う
貼
か
ら
理
解
さ
れ
よ
う
。

さ
て
、
職
田
の
経
営
は
ミ
・
司
・
同
・

Hg
に
よ
る
と
、

〈

臼

〉

っ
た
が
、
基
本
的
に
は
パ
ン
チ
ェ
ン
な
ど
住
民
の
傍
役
を
用
い
て
耕
さ
れ
た
。
こ
の
場
合
、
住
民
と
デ
サ
首
長
と
の
関
係
を
考
え
る
上
で
注
目

(

臼

〉

さ
れ
る
の
は
、
デ
サ
首
長
が
労
役
使
用
樺
を
自
ら
放
棄
し
て
、
賃
傍
働
を
雇
用
し
て
経
営
を
行
な
う
ケ
1
ス
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
如
何
な
る
一
意
味
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
こ
の
黙
を
含
め
て
、
封
デ
サ
首
長
傍
役
の
検
討
に
移
り
た
い
。

フ
ォ
ッ
ケ
ン
ス
の
分
類
に
従
え
ば
、
第
役
負
携
者
は
パ
ン
チ
ェ
ン
、
ア
ン
グ
ラ
ン
(
自
問
問
。
2
2〉、

パ
タ
ン

(
E
B
Z
Z口
〉
の
三
種
に
大
別
さ
れ
る
。

一
部
地
域
で
は
住
民
に
貸
し
出
さ
れ
分
盆
小
作
に
よ
っ
て
耕
作
さ
れ
る
と
と
も
あ

ク
ド
ウ
ラ
ン

p
o
a
o
m
gロ
〉
及
び
サ
ン

パ
ン
チ
ェ
ン
は
一
般
に
毎
日
二

J
六
名
ず
つ
で
デ
サ
首
長
宅
へ
行
き
、

家
や
庭
の
清
掃
、
草

- 98-

刈
り
、
水
や
薪
運
び
、
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
家
内
労
働
を
行
な
い
、
時
に
は
首
長
の
妻
の
市
場
へ
の
買
い
物
の
お
伴
を
す
る
よ
う
な
負
措
者
で

午
後
四
時
に
は
仕
事
を
終
え
る
。

前
述
の
よ
う
に
職
田
耕
作
に
も
従
事
す
る
。

普
通
、
彼
ら
は
朝
七
時
に
首
長
宅
へ
来
て

報
酬
は

あ
る
。

:、

:、

φ
れ
h
T

】

V
ふ

μ

一
J
二
回
の
食
事
が
出
さ
れ
る
の
が
慣
例
で
あ
っ
た
。
ア
ン
グ
ラ
ン
は
、
職
回
が
な
く
デ
サ
首
長
の
牧
入
が
少
な
い
地
域
で
パ
ン
チ

ェ
ン
に
加
え
て
使
用
で
き
る
無
償
鉱
労
働
提
供
者
の
こ
と
で
、
他
の
傍
役
を
兎
除
さ
れ
た
特
定
の
住
民
が
パ
ン
チ
ェ
ン
と
同
一
内
容
の
仕
事
を
す

る
。
ク
ド
ウ
ラ
ン
は
中
・
東
部
ジ
ャ
ワ
の
一
部
に
見
ら
れ
、
普
遁
、
自
分
の
農
具
や
耕
牛
を
持
参
し
て
一
定
期
間
職
固
な
ど
で
の
仕
事
に
従
事

す
る
。
サ
ン
パ
タ
ン
労
役
も
こ
れ
と
同
じ
内
容
で
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
原
理
的
に
は
自
由
意
志
に
基
づ
く
相
互
扶
助
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、

(
M
W
〉

労
働
の
提
供
を
受
け
た
デ
サ
首
長
は
何
ら
か
の
お
返
し
を
期
待
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
も
不
梯
第
働
で
あ
り
、
食
事
が
提
供
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
傍
役
負
措
者
は
、
二

O
世
紀
初
め
の
時
期
に
於
い
て
は
一
般
に
何
ら
か
の
土
地
を
占
有
し
公
共
労
役
義
務
を
有
す
る
住
民
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
共
同
占
有
地
域
で
は
共
同
占
有
水
田
持
分
保
有
者
の
み
に
限
定
さ
れ
て
い
た
所
も
あ
り
、
ま
た
水
回
以
外
の
土
地
占
有
者
や
家



屋
の
み
の
所
有
者
の
負
措
量
を
水
田
占
有
者
の
半
分
に
定
め
て
い
る
場
合
も
見
ら
れ
た
。
個
人
占
有
地
域
で
は
マ
ヅ
ラ
や
バ
ン
テ
ン
に
於
い
て

ハ白山〉

は
こ
う
し
た
匡
別
は
付
け
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
プ
リ
ア
ン
グ
ル
で
は
負
携
能
力
に
鷹
じ
て
差
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
負
捲
遂
行
に
於
い
て
特
徴
的
な
こ
と
は
、
内
藤
〔
H
S叶
回

〕

HYωω
∞
も
指
摘
す
る
よ
う

M

に
責
際
に
第
働
を
す
る
の
で
は
な
く
、

特
に
現
金
支
梯
い
で
代
納
す
る
こ
と
が
極
め
て
流
行
し
て
い
る
黙
で
あ
る
。

籾

や

同
氏
に
よ
れ
ば
、

そ
れ
は
ジ
ャ
パ
ラ
に
多
く
、

ハ
ニ
ュ
マ

ス
、
プ
カ
ロ
ン
ガ
ン
、

ス
ラ
バ
ヤ
で
も
散
見
さ
れ
る
と
い
う
が
、

更
に
同

-u-N)ニ
玄
出
・
口
に
掲
げ
ら
れ
た
各
地
方
毎
の
負
措
一
覧
表
や
同

書
-v
・
8
に
よ
る
と
、
西
ジ
ャ
ワ
の
ほ
ぼ
全
域
、

チ
ェ
リ
ボ
ン
州
チ
ェ
リ
ボ
ン
、

イ
ン
ド
ラ
マ
ユ
、

マ
ジ
ャ
ル
ン
カ
勝
、
プ
カ
ロ
ン
ガ
ン
州
テ

ガ
ル
鯨
、
プ
レ
ベ
ス
懸
の
一
部
、
ス
マ
ラ
ン
州
ス
マ
ラ
ン
牒
、
パ
テ
ィ
、
ク
ド
ゥ
ス
牒
の
一
部
、
ス
ラ
バ
ヤ
州
グ
リ
セ
鯨
、

サ
ン
、
ス
。メ
ネ
プ
、
サ
ン
パ
ン
瞬
、
パ
ス
ル
ア
ン
州
、
ブ
ス
キ
州
、
パ
ニ
ュ
マ
ス
州
の
一
部
で
こ
の
黙
が
見
ら
れ
る
。
代
金
納
額
は
地
域
に
よ

ほ
ぼ
年
額

f
0
・
五
J
f
三
・

O
の
範
圏
に
あ
る
。

マ
ヅ
ラ
州
パ
メ
カ

り
様
々
だ
が
、
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こ
う
し
た
献
況
が
護
生
し
た
一
般
的
な
背
景
と
し
て
は
貨
幣
経
済
の
農
村
部
へ
の
浸
透
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
が
、
こ
こ
で
は
も
う
少
し
突
っ
込

ん
で
検
討
し
て
そ
の
意
味
を
考
え
た
い
。
先
ず
、
バ
ン
テ
ン
な
ど
で
は
行
政
嘗
局
が
代
金
納
を
奨
勘
し
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は

(

ω

)

 

以
前
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
た
の
を
援
大
し
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
の
で
、
根
本
的
な
原
因
は
別
の
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
る
。
む
し
ろ
、
直
接
的

な
原
因
は
デ
サ
首
長
側
の
代
金
納
要
求
に
あ
っ
た
こ
と
を
、
失
の
二
つ
の
事
例
は
示
し
て
い
る
。

第
一
は
二

O
世
紀
初
頭
の
チ
ェ
リ
ボ
ン
鯨
プ
ル
ン
ボ
ン
監
督
官
匿
の
例
で
、
こ
こ
で
は
代
金
納
が
一
般
化
し
て
い
る
が
、
寸
デ
サ
首
長
は
、

こ
の
傍
役
を
可
能
な
限
り
現
金
か
籾
に
代
え
る
こ
と
を
望
ん
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
傍
役
の
遂
行
が
極
め
て
不
充
分
だ
か
ら
だ
。
そ
れ
は
パ
ン

チ
ェ
ン
が
き
ち
ん
と
来
な
い
か
ら
と
い
う
よ
り
も
ー
ー
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
も
あ
る
が
|
|
、
主
に
は
彼
ら
の
仕
事
ぶ
り
が
ひ
ど
く
悪
く
、
そ
の

上
、
デ
サ
首
長
は
食
事
を
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
般
に
、
デ
サ
首
長
は
こ
の
努
役
を
今
や
有
利
だ
と
は
考
え
て
い
な
い
。
」
と

(

肝

〉

い
わ
れ
る
。
第
二
は
ミ
・
司
・
閃
」
砕
き
司

g
h
w
E
C
所
牧
の
サ
ラ
テ
ィ
ガ
鯨
報
告
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
る
と
「
彼
ら
(
パ
ン
チ
ェ
ン
)
は
き
ち

(
デ
サ
首
長
宅
の
〉
庭
で
ブ
ラ
プ
ラ
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
多
く
の
ル
ラ
l
は
、
使
用
す
る
権
利

525 

っ
と
し
た
仕
事
な
ど
せ
ず
、
普
逼
、
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の
あ
る
パ
ン
チ
ェ
ン
を
全
員
は
来
さ
せ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
大
抵
彼
ら
は
首
長
の
た
め
に
充
分
な
仕
事
な
ど
せ
ず
、
そ
れ
で
も
ル
ラ
l
は
彼
ら

に
食
事
を
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
」
と
述
べ
ら
れ
る
。

要
す
る
に
、
住
民
が
員
面
目
に
傍
役
を
遂
行
し
な
い
か
ら
か
え
っ
て
高
く
つ
く
と
い
う
の
が
、
デ
サ
首
長
が
代
金
納
の
方
を
望
ん
だ
理
由
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
先
に
小
論
で
は
職
国
経
営
に
於
け
る
賃
務
働
雇
用
の
ケ
I
ス
の
存
在
を
指
摘
し
た
が
、
そ
こ
で
の
理
由
も
こ
れ
と
同
一
で

あ
っ
た
。
例
え
ば
ミ
・
司
・
同

--Nwaspz∞
所
牧
の
ク
ラ
ワ
ン
牒
報
告
は
「
相
互
扶
助
(
ロ
官
E
S臼
〉
を
行
な
う
つ
も
り
が
あ
る
こ
と
を
選

奉
の
際
に
住
民
は
表
明
す
る
け
れ
ど
、
そ
れ
は
食
事
と
コ
ー
ヒ
ー
を
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
第
働
量
は
劣
る
の
で
高
く
つ
く
」
と
述
べ
、

た
勾
-
u
-
kp
-
M
Y
怠
匂
に
よ
れ
ば
、
シ
ド
ア
ル
ジ
ョ
購
で
労
役
?
と
。
)
の
使
用
擢
を
放
棄
し
て
賃
傍
働
を
雇
用
し
た
デ
サ
首
長
は
、

が
有
利
だ
し
食
事
の
世
話
な
ど
で
妻
に
負
携
を
か
け
る
こ
と
も
な
い
か
ら
だ
と
述
べ
た
と
い
う
。

ま

そ
の
方

こ
れ
ら
の
背
景
に
は
、
住
民
の
次
の
よ
う
な
劃
首
長
労
役
観
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
先
ず
、

h
h・
司
・
同
-
w
M
U
Q
h
o
q
s
b
p
H
H
H

所
牧
の
パ

ス
ル
ア
ン
厭
報
告
に
、
住
民
は
封
首
長
傍
役
の
必
要
を
デ
サ
結
合
そ
の
も
の
に
由
来
す
る
と
見
な
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
一
般
的

に
は
そ
の
必
要
を
認
め
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
前
引
の
プ
ル
ン
ボ
ン
監
督
官
匿
の
事
例
で
は
そ
の
不
人
気
が
指
摘
さ

れ
、
住
民
は
公
共
の
利
盆
の
た
め
の
鉱
労
働
な
ら
ば
自
分
の
利
盆
に
も
繋
が
る
の
で
厭
わ
な
い
が
、
他
人
の
た
め
の
労
働
は
や
り
た
く
な
い
と
考

え
て
い
る
よ
う
だ
と
分
析
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
住
民
は
、
最
早
、
劃
首
長
鉱
労
役
を
公
の
も
の
と
は
見
な
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
換
言
す
れ
ば
、
本
来
、
デ
サ
結
合
の
取
り
ま
と
め
役
と
し
て
傘
重
さ
れ
て
き
た
デ
サ
首
長
の
地
位
が
、
そ
の
性
格
の
饗
化

(

伺

)

の
進
行
に
よ
り
、
住
民
に
と
っ
て
次
第
に
権
威
あ
る
も
の
で
は
な
く
な
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
の
表
現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

(

印

)

さ
て
、
第
役
負
措
量
は
一
般
に
首
長
選
拳
時
に
住
民
と
の
協
議
で
決
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
一
八
八
八
年
J
九
二
年
の
理
事

命
令
の
パ
ン
チ
ェ
ン
使
用
限
度
規
定
は
ど
の
よ
う
に
機
能
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
こ
の
命
令
の
約
一
五
年
後
に
出
さ
れ
た
ハ
ツ

る
と
い
う
こ
と
が
、

セ
ル
マ
ン
(
の
・
』

-
E
g問。
5
2
)
の
デ
サ
鉱
労
役
調
査
報
告
は
「
地
方
命
令
に
劃
す
る
大
幅
な
違
反
は
全
く
見
ら
れ
ぬ
か
、
も
し
く
は
例
外
的
で
あ

か
な
り
一
般
的
に
確
信
さ
れ
る
じ
、
多
く
の
報
告
も
こ
れ
ら
の
規
定
が
概
し
て
良
く
守
ら
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
の
で



あ
る
が
、
以
下
の
黙
は
な
お
否
定
で
き
な
い
。

ωこ
れ
ら
の
規
定
の
遵
守
に
つ
い
て
、
貴
行
面
で
多
く
の
不
確
買
さ
が
存
在
す
る
こ
と
。

ωこ

れ
ら
の
規
定
の
書
類
面
で
の
遵
守
、
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
規
定
で
指
示
さ
れ
た
算
定
記
録
に
つ
い
て
は
、
多
数
の
地
方
、
鯨
に
於
い
て
か
な
り
の

改
善
の
徐
地
が
あ
る
に
と
述
ベ
、
寅
情
が
必
ず
し
も
巌
密
に
規
定
通
り
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
原
因
と
し

て、

ω監
督
官
な
ど
が
職
務
多
忙
の
た
め
、
監
督
が
充
分
に
行
き
わ
た
ら
な
い
、

ω規
定
違
反
が
あ
っ
て
も
、
住
民
は
な
か
な
か
嘗
局
へ
訴
え

出
ょ
う
と
し
な
い
、

ω規
定
の
翻
誇
を
デ
サ
首
長
に
交
付
し
た
が
、
文
盲
が
多
い
た
め
大
半
が
内
容
を
理
解
で
き
て
い
な
い
、
そ
れ
ゆ
え
、
首

長
選
奉
の
際
な
ど
に
内
容
を
口
頭
で
住
民
に
説
明
し
て
は
い
る
が
こ
れ
に
も
限
界
が
あ
り
、
住
民
は
こ
の
規
定
に
含
ま
れ
る
権
利
や
義
務
を
理

(

叩

)

解
し
て
い
な
い
と
い
う
三
黙
を
あ
げ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
政
嘗
局
に
よ
る
パ
ン
チ
ェ
ン
規
制
が
な
お
貫
施
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
地
域
も

ハ
九
〉

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
デ
サ
首
長
の
牧
入
の
大
き
な
部
分
を
占
め
る
職
固
と
傍
役
の
具
睦
的
な
献
況
を
逼
し
て
デ
サ
首
長
と
佐
民
と
の
関
係

を
考
え
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
章
の
最
後
に
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
住
民
に
生
じ
る
負
捨
が
重
か
っ
た
の
か
否
か
と
い
う
黙
に
崩
れ
て
お
き
た

い
。
先
ず
、
ミ
・
モ
・
同
・・
H
H
Y
E
P
同
-
U
-
U・・匂・
ω斗
J
目
M

・
8
の
記
述
を
検
討
す
る
と
一
般
に
は
重
く
な
い
と
さ
れ
て
お
り
、
植
民
地
権
力
は

こ
れ
ら
を
遁
正
な
負
捨
と
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
例
外
的
に
い
く
つ
か
の
地
域
に
つ
い
て
負
鎗
過
重
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

(

花

)

~

(

泊

〉

の
理
由
を
見
る
と
刷
デ
サ
の
規
模
が
小
さ
か
っ
た
り
菟
役
者
が
多
い
た
め
、
努
役
負
捨
者
数
が
少
な
い
、

ωデ
サ
役
人
数
が
多
す
ぎ
る
、
帥
職

(

引

地

)

〈

符

)

(

叩

山

〉

回
が
贋
す
ぎ
る
、

ω理
事
命
令
に
従
わ
ず
奮
慣
行
に
よ
っ
て
い
る
、
制
デ
サ
首
長
の
不
正
な
パ
ン
チ
ェ
ン
要
求
と
い
っ
た
黙
が
あ
げ
ら
れ
て
い

川

w
J仙
の
ケ
l
ス
は
理
事
命
令
に
よ
る
規
定
が
寅
施
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
原
因
が
あ
り
、
そ
の
遁
用
が
進
め
ば
解
消

一
方
、
住

-101-

る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、

民
側
も
、

し
う
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
逆
に
言
え
ば
、
規
定
通
り
で
あ
れ
ば
過
重
負
措
は
生
じ
な
い
と
政
鹿
側
は
剣
衝
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
九
二

0
年
代
の
税
負
捨
調
査
報
告
が
「
デ
サ
内
で
重
い
負
捨
に
つ
い
て
話
題
に
し
、
そ
れ
を
あ
げ
る
よ
う
に
求
め
て
も
、
住
民
が
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デ
サ
の
負
携
を
あ
げ
る
の
を
聴
く
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
こ
う
し
た
負
捻
は
住
民
に
と
っ
て
納
得
ゆ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
要
求

ハ
作
)

は
良
く
知
っ
て
い
る
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
か
ら
だ
と
い
う
。
」

と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
か
ら
判
断
す
れ
ば
、

デ
サ
首
長
な
ど
に
劃
す
る
負
第
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を
そ
れ
ほ
ど
重
い
も
の
と
は
見
て
お
ら
ず
、

一
躍
の
納
得
を
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
問
題
は
、
例
の
如
く
、

不
正
、
即
ち
デ
サ
首
長
が

取
り
決
め
を
破
っ
て
不
嘗
に
住
民
負
捨
を
増
や
す
場
合
で
あ
っ
た
。

一
九
世
紀
後
半
J
二
O
世
紀
初
頭
の
時
期
に
於
い
て
、
こ
う
し
た
ケ
l
ス
を
も
含
め
た
デ
サ
首
長
の
不
正
を
指
摘
し
た
記
録
は
極
め
て
多

ぃ
。
以
下
で
は
、
そ
れ
ら
か
ら
不
正
に
劃
し
て
住
民
側
が
ど
の
よ
う
に
割
腹
し
た
か
を
検
討
し
、
そ
れ
を
通
し
て
住
民
と
首
長
と
の
関
係
に
つ

い
て
の
考
察
を
更
に
進
め
て
み
た
い
。

四

デ
サ
首
長
の
不
正
と
住
民
の
針
雁

同
-
N
)
-
k
p
-
E
U
・
ロ
・
は
、

一
九
二
四
年
J
二
六
年
の
三
年
聞
に
於
け
る
デ
サ
首
長
退
職
者
数
を
あ
げ
て
い
る
。

五
八
一
名
の
デ
サ
首
長
の
う
ち
六
、

O
九
六
名
が
退
職
し
た
が
、
そ
の
二
八
・
六
%
に
あ
た
る
一
、
七
四
六
名
は
罷
兎

に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
中
に
は
先
に
見
た
よ
う
な
職
務
怠
慢
に
よ
る
も
の
も
含
ま
れ
る
だ
ろ
う
が
、
同
時
に
、
後
述
す
る
よ
う
な
住
民

そ
れ
に
よ
る
と
、

全
ジ
ャ

ワ
・
マ
ヅ
ラ
の
一
八
、

-102ー

の
告
設
に
よ
っ
て
不
正
が
設
費
し
て
首
を
切
ら
れ
た
者
も
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
後
述
す
る
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
る
よ
う

に
、
設
費
す
る
不
正
は
氷
山
の
一
角
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
兎
職
者
数
は
嘗
時
の
不
正
の
頻
護
欣
況
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

ょ
う
。デ

サ
首
長
の
不
正
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
り
、
こ
こ
で
は
逐
一
そ
れ
を
述
べ
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、

そ
の
性
格
を
見
る
た

め
に
二
つ
の
事
例
を
検
討
し
て
お
こ
う
。

第

一
は

一
九

O
八
年
に
於
け
る
パ
ス
ル
ア
ン
鯨
で
の
政
鹿
密
偵
に
よ
る
農
民
の
不
満
調
査
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
情
報
牧
集
さ
れ
た

一
五
五
件
の
農
民
の
不
満
の
う
ち
の
九
六
件
ま
で
が
、
共
同
占
有
地
持
分
の
配
分
や
糖
業
へ
の
土
地
貸
し
出
し
の
際
の
デ
サ
首
長
や
デ
サ
役
人

(
刊
悶
〉

に
よ
る
不
正
に
射
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と
い
う
。
こ
の
例
は
、
農
民
の
不
満
の
中
で
デ
サ
首
長
な
ど
の
不
正
に
劃
す
る
も
の
が
如
何
に
大
き
な

部
分
を
占
め
た
か
を
示
し
て
い
る
。
第
二
は
、
糖
業
調
査
委
員
舎
報
告
書
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
一
九
一

0
年
代
の
あ
る
鯨
鹿
所
在
地
近
郊
で
護



費
し
た
ケ

l
ス
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
デ
サ
首
長
が
、
長
期
契
約
で
糖
業
に
貸
し
出
さ
れ
て
い
る
土
地
区
劃
内
の
、
持
分
権
保
有
者
が
六
J
七

年
前
に
死
亡
や
移
住
の
た
め
い
な
く
な
っ
た
一
二
人
分
の
持
分
を
、
こ
の
全
期
聞
に
わ
た
り
持
分
保
有
者
新
規
募
集
の
針
象
か
ら
外
し
て
し
ま

(

m
印
〉

ぃ
、
そ
の
借
地
料
を
自
分
の
懐
へ
入
れ
緩
け
た
」
と
い
う
。
こ
の
場
合
、
こ
の
デ
サ
首
長
は
水
田
無
主
化
の
事
情
を
員
先
に
知
り
う
る
と
い
号

職
務
上
の
立
場
と
、
デ
サ
代
表
と
し
て
糖
業
と
交
渉
し
借
地
料
を
一
括
受
納
す
る
と
い
う
職
権
を
利
用
し
て
、
本
来
は
新
持
分
保
有
者
を
募
集

す
べ
き
だ
と
い
う
デ
サ
の
慣
行
を
破
っ
て
、
私
的
利
盆
を
圃
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
典
型
的
に
表
わ
さ
れ
る
よ
う
に
、
デ
サ
首
長
の
不
正
と
は
、
日

小
権
力
の
濫
用
に
よ
る
慣
習
の
侵
害
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
，

さ
て
、
こ
の
第
二
の
ケ
l
ス
は
イ
ス
ラ
ム
同
盟
支
部
か
ら
の
訴
え
で
明
る
み
に
出
た
と
い
わ
れ
る
が
、
首
時
、
一
般
に
は
政
聴
は
ヂ
サ
首
長

の
不
正
を
住
民
か
ら
提
出
さ
れ
た
告
護

2
2釦
E
s
r
c
か
ら
察
知
し
た
。
告
護
が
あ
る
と
、
政
鹿
は
そ
の
デ
サ
の
全
住
民
を
召
集
L
調
査
を
行

(

加

)

な
い
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
慮
分
を
決
め
た
と
い
う
ー
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
場
合
に
ム
充
分
な
誼
擦
が
上
ら
ず
、
，、デ
サ

首
長
の
慮
分
に
至
る
ケ

l
ス
が
少
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
黙
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
種
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
黙
を
考
察
す
る
た
め
の
手
順
と
し
て
、
先
ず
告
裂
が
如
何
な
る
場
合
に
出
さ
れ
た
か
を
検
討
し
て
み
る
。
第
一
に
指
摘
で
き
る
の
は
、

住
民
は
そ
れ
ほ
ど
た
や
す
く
告
設
を
提
出
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
情
に
つ
い
て
、
ミ
・
司

-
M
W
-
F
q
b
r
h
p
E
N

所
牧
の
シ
ド
ア
ル
ジ
ョ
鯨
報
告
は
デ
サ
首
長
の
不
正
が
虚
罰
さ
れ
な
い
原
因
を
述
べ
た
く
だ
り
で
、
そ
れ
は
司
原
住
民
の
温
順
さ
に
あ
る
。
彼

ら
は
そ
う
し
た
行
震
に
敢
え
て
異
を
唱
え
よ
う
と
は
せ
ず
、
事
責
を
嘗
局
に
知
ら
せ
よ
う
と
し
な
い
よ
と
い
う
げ

ま
た
、
一
幅
枇
減
退
調
査
委

員
の
一
人
で
あ
っ
た
ト
ヲ
サ
イ
ン
ト
(
巧

-
V
-
E
-
g
2
5
5
叶

0
5
5三
〉
は
、
「
官
吏
や
デ
サ
首
長
が
犯
す
不
正
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
行
政
が
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は
極
め
て
難
し
い
。
我
々
が
『
不
正
』
と
い
う
熔
印
を
押
す
あ
る
種
の
現
象
は
、

-103ー

一
定
の
限
度
を
越
え
ぬ
限
り
、
ジ
ャ

ワ
人
の
慣
習
に
於
い
て
は
全
ぐ
不
正
と
は
見
な
さ
れ
て
い
な
い
。
我
々
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
は
考
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
」

(

飢

)

と
述
べ
て
い
る
。
こ
ろ
し
て
見
る
と
、

-住
民
は
か
な
り
の
程
度
ま
で
は
不
正
を
不
正
と
見
な
さ
ず
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
甘
受
L
、
受
忍
限
度
を

(
回
〉

越
え
る
程
に
ひ
ど
く
な
っ
た
時
に
-
初
め
て
告
襲
、と
い
う
行
動
に
出
た
も
の
と
恵
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
獄
況
の
背
景
に
デ
サ
首
長
の
権
力
へ
の
恐

こ
の
限
度
は
ベ

529 



530 

れ
が
あ
っ
た
こ
と
は
、

即
ち
、
ミ
・
司
-N?
の
ぎ
・
帆

rp
日
N
所
枚
の
チ
ェ
リ
ボ
ン
地
裁
剣
事
の
報
告

次
の
記
事
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

「
不
正
を
行
な
っ
た
者
が
同
時
に
デ
サ
の
最
高
権
力
を
代
表
し
て
お
り
、
そ
の
周
囲
に
結
束
の
固
い
一
群
の
と
り
ま
き
や
影
響
力
の
大
き

い
家
族
が
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
の
デ
サ
内
で
彼
に
劃
し
て
抵
抗
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
な
こ
と
に
違
い
な
い
。
た
だ
、
極
め
て
自
立

心
の
強
い
、
し
か
し
大
抵
は
こ
れ
も
ま
た
評
判
の
良
く
な
い
者
だ
け
が
、
郡
長
か
監
督
官
の
所
ヘ
デ
サ
の
権
力
者
に
劃
す
る
告
震
を
も
た
ら
す

の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
告
震
を
行
な
う
の
は
、
デ
サ
首
長
の
擢
力
を
恐
れ
ぬ
一
種
の
は
み
出
し
者
な
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
ミ
・
司
-
N
N
4

日
N

の
記
事
の
検
討
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
告
震
に
は
、
デ
サ
首
長
の
不
正
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
不

利
盆
を
被
っ
た
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
も
の
と
と
も
に
、
明
ら
か
に
現
首
長
を
失
脚
さ
せ
る
こ
と
を
主
要
な
目
的
と
し
た
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る

酷
で
あ
る
。
例
え
ば
バ
ン
ギ
ル
牒
報
告
で
は
、
「
し
ば
し
ば
、
デ
サ
首
長
に
劃
す
る
住
民
の
告
震
に
は
非
常
な
誇
張
が
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
重
大

さ
を
絞
く
よ
う
な
内
容
の
告
護
が
な
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
告
裂
が
、
現
首
長
に
劃
す
る
恨
み
か
ら
、
彼
に
反
劃
す
る
者
の
手
に
よ
っ
て
、
調
査

の
賓
施
に
よ
り
首
長
の
櫨
威
に
傷
を
つ
け
徐
々
に
彼
を
破
誠
に
追
い
込
み
、
迭
に
は
自
分
が
デ
サ
首
長
に
選
ば
れ
る
機
舎
を
手
に
入
れ
よ
う
と

ハ
回
)

上
越
の
貼
か
ら
全
く
明
ら
か
で
あ
る
に
と
述
べ
ら
れ
る
。

t土い
う
一
意一
圃
を
以
っ
て
行
な
わ
れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は

こ
こ
で
の
「
現
首
長

-104ー

に
反
劃
す
る
者
」
と
は
、

お
そ
ら
く
次
に
引
く
グ
プ
メ
ン
蘇
報
告
に
現
わ
れ
る
よ
う
な
人
々
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、

「
共
同
・
占
有
デ
サ
で
首
長
職

に
慶
い
職
田
が
伴
な
う
場
合
、
反
謝
グ
ル
ー
プ
が
存
在
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
大
抵
の
場
合
、
そ
の
リ
ー
ダ
ー
は
デ
サ
首
長
選
奉
で
充
分

な
票
を
集
め
ら
れ
ず
敗
北
し
た
候
補
者
で
あ
る
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
常
に
デ
サ
首
長
の
歓
黙
を
記
録
し
、
事
買
が
充
分
に
集
ま
っ
た
と
判
断
す

(
U
M
〉

る
や
否
や
嘗
局
に
告
設
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
を
罷
菟
に
遣
い
込
も
う
と
す
る
。
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ト
ゥ
バ
ン
蘇
で

は
、
前
首
長
の
息
子
が
、
現
首
長
を
罷
め
さ
せ
自
ら
が
そ
の
地
位
に
就
こ
う
と
し
て
デ
サ
首
長
の
歓
黙
さ
が
し
を
す
る
と
い
う
ケ
l
ス
も
見
ら

(
皿
山
)

れ
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
例
は
、
デ
サ
首
長
職
に
伴
な
う
擢
力
や
牧
入
を
め
ぐ
る
デ
サ
内
業
振
闘
争
の
一
手
段
と
し
て
、
告
裂
が
用
い
ら
れ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

告
護
が
以
上
の
よ
う
な
朕
況
で
提
出
さ
れ
て
い
る
限
り
、
政
鹿
側
が
調
査
に
及
ん
で
も
充
分
な
誼
擦
が
得
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
の
は



嘗
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ト
ゥ
ル
ン
ア
グ
ン
・
ト
ゥ
レ
ン
ガ
レ
グ
地
裁
剣
事
が
「
こ
う
し
た
不
正
を
訴
え
ら
れ
た
者
が
、
大
半
と
い
う
わ
け
で

し
ば
し
ば
無
罪
と
な
る
の
は
、
立
謹
が
極
め
て
困
難
で
あ
る
に
と
と
、
謹
人
が
デ
サ
首
長
に
罪
を
負
わ
せ
る
よ
う
な
謹
言
を
す
る

(阻む

こ
と
を
恐
れ
る
こ
と
に
原
因
が
あ
る
」
と
報
告
し
、
チ
ェ
リ
ボ
ン
地
裁
判
事
も
「
嘗
局
の
調
査
が
な
さ
れ
て
も
、
他
の
貼
で
は
評
剣
の
良
い
村

長
は
必
ず
し
も
こ
れ
を
ひ
ど
く
恐
れ
る
必
要
は
な
い
。
彼
の
デ
サ
内
の
影
響
力
は
、
誼
擦
の
集
め
ら
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
の
最
末
端
に
ま
で
及
ん

(

伺

引

〉

(

部

〉

で
い
る
。
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
デ
サ
首
長
の
樺
力
は
誼
接
集
め
の
障
害
に
も
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
第
二
の
黛
涯
闘
争
の
一
手

段
と
し
て
の
告
震
の
場
合
、
先
述
し
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
線
接
不
充
分
な
も
の
が
嘗
然
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

以
上
に
述
べ
て
き
た
こ
と
は
、
結
局
、
次
の
よ
う
な
住
民
と
デ
サ
首
長
と
の
関
係
の
あ
り
方
の
反
映
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
、
住
民
の
劃
デ
サ

首
長
観
に
は
、
脆
奔
の
構
造
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
存
在
し
て
い
た
。
福
祉
減
、
退
調
査
の
マ
ラ
ン
廓
報
告
は
、
そ
れ
を
「
住
民
は
な
お
デ
サ
役

(

鈎

)

人
、
と
り
わ
け
デ
サ
首
長
に
劃
し
て
遠
慮
し
て
し
ゃ
べ
る
必
要
を
感
じ
て
い
る
」
と
表
現
し
て
い
る
。

グ第
二
に
、
そ
れ
で
も
な
お
、
告
設
が
多

数
提
出
さ
れ
、
ま
た
反
封
振
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
デ
サ
首
長
の
権
威
が
低
下
し
、
上
の
擢
造
に
慶
化
が
生
じ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
内
務
官
僚
の
パ
ウ
ウ
ェ
ル
ト
(
〈
・
0
・
3
ロ
唱
旬
。
が
一
九
一
七
年
に

(

卯

)

「
最
早
、
住
民
は
以
前
の
よ
う
に
柔
順
で
は
な
い
よ
と
述
べ
、
一
九
二

O
年
に
書
か
れ
た
一
記
事
が
、
「
最
近
、
現
賓
の
事
態
か
ら
明
ら
か
に

(
m
m
〉

示
さ
れ
た
こ
と
は
、
デ
サ
住
民
は
ル
ラ
l
の
専
決
的
な
命
令
に
は
最
早
納
得
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
，
次
第
に
強

ま

E

、i
、

3
『
必
J
'
h
V
4
μ

-105ー

ま
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
一
章
を
終
え
る
に
あ
た
り
、
こ
う
し
た
傾
向
の
一
つ
の
到
達
貼
を
示
す
興
味
深
い
事
例
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
一
九
一

0
年
代
後
半
に

イ
ス
ラ
ム
同
盟
の
影
響
下
に
結
成
さ
れ
た
農
民
同
盟

3
5
r
a
吋

E
C
は
、
そ
の
目
的
を
糖
業
な
ど
の
農
企
業
へ
土
地
を
貸
し
出
す
農
民
の
利

盆
擁
護
に
お
き
、
そ
の
場
合
に
仲
介
者
と
し
て
働
く
こ
と
を
宣
言
し
て
活
動
し
、
一
一
0
年
代
末
J
二
0
年
代
に
か
け
て
い
く
つ
か
の
地
域
に
支

部
を
結
成
し
た
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
の
規
約
で
、
メ
ン
バ
ー
と
な
り
う
る
の
は
コ
ア
サ
の
住
民
で
あ
っ
て
同
時
に
主
地
占
有
者

で
あ
る
こ
と
。
=
g
g
E
E
ロ
専
門
邸
宅
三

U
g回
=
即
ち
デ
サ
首
長
及
び
デ
サ
役
人
を
除
く
」
と
規
定
し
、
明
確
に
デ
サ
首
長
等
を
排
除
の
劃
象

531 
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(

位

)

に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
イ
ス
ラ
ム
同
盟
は
数
育
組
織
を
通
じ
て
農
村
部
に
勢
力
を
浸
透
さ
せ
相
互
扶
助
慣
行
や
デ
サ
首
長
の

(

幻

)

権
威
の
掘
り
崩
し
を
困
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
農
民
同
盟
に
結
集
し
た
農
民
は
そ
う
し
た
働
き
か
け
を
受
け
て
、
デ
サ
首
長
が
自
ら
の
味
方
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
認
識
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
農
民
が
デ
サ
首
長
の
性
格
愛
化
と
い
う
朕
況
を
自
費
し
た
と
い
う
意
味
に

於
い
て
、
農
民
意
識
の
成
長
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。

お

わ

り

小
論
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
第

一
に
、
政
聴
の
デ
サ
再
編
策
は
本
来
多
様
で
あ
っ
た
デ
サ
首
長
の

地
位
の
規
格
化
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
第
二
に
、
デ
サ
首
長
の
枇
曾
的
地
位
の
高
さ
は
住
民
の
土
地
権
へ
の
介
入
の
有
無
に
深
く
か
か
わ

っ
て
お
り
、
一
般
に
共
同
占
有
デ
サ
の
方
が
高
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
彼
ら
が
そ
こ
で
専
制
的
権
力
を
行
使
し
た
と

い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
住
民
一
意
一
志
に
よ
っ
て
制
御
さ
れ
る
側
面
も
大
き
か
っ
た
。
政
聴
の
政
策
は
、

こ
の
よ
う
な
方
向
を
促
進
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
三
に
、
住
民
は
こ
の
よ
う
な
首
長
の
地
位
を
一
面
で
は
必
要
と

-106ー

み
と
め
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
彼
ら
に
充
分
な
牧
入
を
保
誼
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
デ
サ
首
長
の
地
位
や
擢
威
は
、
な
お
脆
奔
の
封
象

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
同
時
に
そ
う
し
た
関
係
の
構
造
が
崩
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
も
紛
れ
の
な
い
事
貫
で
あ
っ
た
。
傍
役
の
金
納
化
や
頻
繁
に

提
出
さ
れ
た
告
震
と
い
っ
た
こ
と
に
見
ら
れ
る
事
情
は
、
こ
の
こ
と
を
如
賓
に
物
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
崩
壊
の
傾
向
は
次
第
に
強
ま

つ
で
き
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
小
論
で
は
デ
サ
首
長
の
祉
曾
的
地
位
の
低
下
を
専
ら
彼
ら
の
不
正
に
劃
す
る
住
民
の
割
躍
の
問
題
を
手
が
か
り
に
論
じ
て
き
た

の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
に
於
い
て
如
何
な
る
人
々
が
ど
の
よ
う
に
し
て
デ
サ
首
長
に
選
ば
れ
た
か
と
い
う
黙
に
つ
い
て
は
、
紙
幅
の
関
係
か

ら
全
く
燭
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
筆
者
は
こ
の
こ
と
が
彼
ら
の
祉
舎
的
地
位
の
低
下
の
理
由
を
解
く
一
つ
の
鍵
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
近
く
別

稿
で
検
討
を
加
え
る
珠
定
に
し
て
い
る
。
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詰
〈

1
)

山一汗〔

H
S叶
〕

(

2

)

拙
稿
コ
一

O
世
紀
初
シ
ド
ア
ル
ジ
ョ
の
デ
サ
協
約
に
お
け
る
デ
サ
首

長
の
地
位
を
め
ぐ
る
受
書
」
(
谷
川
道
雄
編
『
中
国
土
大
夫
階
級
と
地

域
社
禽
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
嫡
総
合
的
研
究
』
昭
和
五
八
年
京
大
文

察
部
所
牧
)
。

(

3

)

出
-
Z
・
・
司
・
ア
{
司
・
∞
・
も
っ
と
も
東
イ
ン
ド
評
議
曾
の
一
八
六
四
年

一
O
月
二
八
日
の
勧
告

E-出
口
に
よ
る
と
、
中
関
首
長
に
デ
サ
首

長
が
採
用
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
。
ま
た
、
こ
の
制
度
の
起
源

は
ジ
ャ
ワ
の
王
侯
支
配
に
求
め
ら
れ
る
と
し
な
が
ら
も
、
強
制
栽
培
制

度
の
寅
施
に
伴
な
っ
て
増
員
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
も
述
べ
て
い
る
。
詳

し
く
は
、

-
E
L
-
-
M
Y
∞
を
参
照。

(

4

)

一
八
六
四
年
の
栽
培
長
官
報
告
に
よ
れ
ば
、
バ
ン
テ
ン
で
は
-
0
2
岳、

ク
ラ
ワ
ン
で
は
司
ヨ
縄
w

ド
ウ

1
では同唱】。
σ口
ω尽仲。
gσ2臼
ヘ
、
パ
ゲ
レ
ン
で
は
岡
巴
-
。
ロ
円
ι号目r。
ロ
同
と
稽
さ
れ
た

と
い
う
〈
οFr玄Fι.〉
可
。
さ
ら
に
、
同
史
料
に
附
さ
れ
た
編
者
註
(
2
〉
に
よ

れ
ば
、
レ
ン
バ
γ
で
は
唱
丘
町
田
一
岡
山
戸
0

2

巳
ヘ
プ
リ
ア
ン
ゲ
ル
で
は

宮
神
戸
田
町
岡
山
も
し
く
は
可
O
O
U
M
r
0
0
2
0
ロ
、
マ
デ
ィ
ウ
ン
で
は
宮
--曲ロ聞

と
穣
し
た
。
な
お
、
彼
ら
の
稽
貌
等
に
つ
い
て
は
阿
-
N
P
・

g--u・
H
M
-

N
O
∞
J
唱-
N
D
F
N円

-U-kp・
司
・
印
に
も
記
載
が
あ
る
。

(
5
〉

出
-
Z
・
・
唱
・
∞
・
ま
た
、
例
え
ば
パ
ゲ
レ
ン
州
の
カ
リ
グ
ウ
ォ
村
に
居

住
す
る

m
-
g
L
Oロ
聞
は
、
こ
の
デ
サ
で
五
区
劃
の
ク
l
リ
l
持
分
、
他

の
支
配
下
の
六
デ
サ
で
計
七
・
五
区
劃
の
ク
1
リ
l
持
分
を
持
っ
て
い

た
と
い
う
(
同
-
H
N

・・

da--u・
M
U

・8
3
0

(
6
〉

Z
-
Z
・
・
司
・
一
コ
同
-
H
N
-
-
d
、。
--P
司-
M
(
)
吋・

(
7
〉

国
-
Z
・・唱・吋
J
唱・∞-

(
8
〉
凶
-
U
-
h・・
MM
・印・

(

9

)

出
-
Z
・・唱・∞
J
司
・
?

(ω
〉
ラ
ッ
フ
ル
ズ
が
こ
の
根
擦
と
し
た
の
は
、
各
地
に
波
遣
さ
れ
た
調
査

宮
の

一
人
ホ
プ
キ

ン
ス
(
出

aE目
白
〉
の
報
告
(
一
八
二
二
年
一

O
月

頃
〉
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
ス
ラ
パ
ヤ
よ
り
東
の
地
域
で
は
デ
サ
首

長
(
官
三
口
問
問
。
が
毎
年
選
拳
さ
れ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、

同
様
の
報
告
が
ジ
ャ
パ
ラ
、
ジ
ョ
ア
ナ
か
ら
も
な
さ
れ
、
ラ
ッ
フ
ル
ズ

は
こ
れ
ら
を
も
と
に
、
選
掌
は
「
明
ら
か
に
こ
の
島
固
有
の
制
度
」
げ
で

あ
り
、
デ
サ
首
長
は
デ
サ
の
代
表
者
で
あ
る
と
規
定
す
る
に
至
っ
た
。

こ
の
黙
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
、
円
・

ω・
何
回
出
2
・

h

叫一R
F
h
H
Q
W
同
町
内
。
¥
白

足
立
R
H
F
F
S
E
P
H
∞
E
-
唱
-HOO-
官

-
H
E
を
参
照
。
こ
の
「
夜

見
」
は
、
彼
の
地
税
制
度
が
村
落
単
位
の
課
税
か
ら
個
人
課
税
へ
と
縛

換
す
る
契
機
と
な
っ
た
貼
で
極
め
て
重
要
で
あ
る
が
、
早
く
か
白
疑
問

が
提
出
さ
れ
て
お
り
、
4

筆
者
も
額
面
通
り
に
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
考
え
て
い
る
。
い
ず
れ
、
別
稿
で
検
討
し
て
み
た
い
。

(
日
)
経
過
報
告
に
書
か
れ
る
べ
き
内
容
は
、
デ
サ
名
と
人
口
、
選
翠
に
参

加
し
た
有
権
者
数
、
各
候
補
者
の
名
前
と
職
業
、
推
定
年
#
齢
及
び
得
票

数
、
そ
の
他
で
あ
っ
た
。

b
3戸

(
刊
以
)
こ
の
僚
項
は
、
匂
H
F

・
5
8・ロ
0

・N
M
唱
で
年
一
回
報
告
に
改
め
ら
れ

た。

(
臼
〉
と
の
種
の
デ
サ
に
属
す
る
も
の
と
し
て
は
、
王
侯
貴
族
の
祖
先
の
墓

を
守
る
デ
サ
、
寺
院
そ
の
他
の
聖
地
の
デ
サ
が
あ
げ
ら
れ
、
こ
れ
ら
の

首
長
は
総
督
が
任
菟
す
る
と
定
め
ら
れ
た
。
な
お
、
こ
の
規
定
は
匂
H
F

・

-.107ー
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g
s・
g
-
N
N
一
一
一
一
僚
で
若
干
修
正
さ
れ
た
。

(
凶
〉
こ
の
黙
に
つ
い
て
、
一
八
六
四
年
四
月
二
九
日
の
東
イ
ン
ド
許
議
禽

勧
告
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
村
落
首
長
の
毎
年
の
退
職
と
選

奉
は
ほ
と
ん
ど
例
外
的
で
あ
り
、
逆
に
、
一
度
選
ば
れ
た
村
落
首
長
が

佐
民
の
満
足
す
る
限
り
職
に
留
ま
り
績
け
る
の
が
通
例
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
。
地
方
行
政
首
長
は
、
こ
の
遁
例
に
拙
変
更
を
加
え
る
理
由
を
持

ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
す
る
こ
と
は
単
に
デ
サ
行
政

へ
の
介
入
を
抜
大
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
み
か
、
そ
れ
に
よ
り
職
務
の
増

加
に
も
繋
が
る
か
ら
で
あ
る
。
ハ
中
略
〉
こ
の
黙
を
別
に
し
て
も
、
嘗

評
議
曾
の
知
る
限
り
、
一
八
一
九
年
一
月
八
日
の
政
令

2
h
F
ロ0
・
5
〉

に
含
ま
れ
る
デ
サ
首
長
の
毎
年
の
交
替
に
関
す
る
規
定
は
、
全
く
守
ら

れ
て
い
な
い
か
、
も
し
く
は
か
な
り
以
前
か
ら
既
に
忘
れ
ら
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
蛍
-
評
議
禽
は
、
こ
の
毎
年
の
交
替
が
、
中
部
ジ

ャ
ヮ
、
特
に
ス
マ
ラ
ン
州
に
於
い
て
住
民
の
記
憶
に
あ
る
限
り
の
苦
か

ら
の
慣
例
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
に
、
強
い
疑
問
を
抱
い
て
い
る
。
現

在
、
知
ら
れ
る
限
り
ほ
と
ん
ど
ど
こ
に
於
い
て
も
、
デ
サ
首
長
は
一
度

住
民
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
行
政
嘗
局
に
承
認
さ
れ
る
な
ら
ば
、
不
適
格

だ
と
か
不
正
行
袋
、
も
し
く
は
自
ら
の
願
い
出
に
よ
っ
て
の
み
そ
の
職

か
ら
身
を
引
く
こ
と
が
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
が
、
も
う
長
年
に
わ
た

っ
て
確
固
と
し
た
慣
例
だ
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
い
る
。
山
富
-
評
議
舎
の

知
る
限
り
、
ジ
ャ
ワ
の
東
部
に
デ
サ
首
長
の
三
年
交
替
と
い
う
慣
行
の

績
い
て
い
る
地
減
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
」
な
お
、
こ
の
三
年
交
替
制

は
、
ス
ラ
パ
ヤ
州
理
事
の
一
八
七
一
年
四
月
一
八
日
の
書
簡

g-
会
お

に
よ
れ
ば
、
ス
ラ
パ
ヤ
蘇
で
一
八
五
四
年
ま
で
二
年
毎
、
三
年
毎
、
四

年
毎
に
定
期
的
に
デ
サ
首
長
を
選
出
す
る
慣
行
が
あ
っ
た
が
、
一
八
五

五
年
に
嘗
時
の
理
事
フ
レ
l
デ
・
ビ
l

(
〈『

2
伊
豆
乙
の
手
で
改

革
さ
れ
消
滅
し
た
と
い
わ
れ
、
行
政
側
の
改
革
封
象
で
も
あ
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
以
上
に
つ
い
て
は
、
国
・

2
4
唱・ロ

t
唱-
H
N

を
参
照
。

(
日
〉
こ
の
貼
は
、
後
の
改
正
還
翠
法
2
H
F
・
5
0叶・

5
・N
H
N
〉
で
も
同
様

で
あ
る
。
ク
レ
イ
ン
チ
Z

ス
は
、
政
府
鵬
が
こ
れ
を
自
明
の
こ
と
と
見
な

し
た
か
ら
だ
と
解
説
し
て
い
る
。
同
y
r
・同ハ
-
o
s
c
o
p
h
Uお
お
な
立
に
た
-

h
s
hぬ
ヨ
旨
辺
見
a
q
h
aミ
Rhv-Hミ
た
・

g--N-SN由
・
〉
自
己
負
島
曲
目
・

司-
M
C
U

を
参
照
。

(
時
〉
住
民
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
デ
サ
首
長
に
封
す
る
承
認
拒
否
権
を
ど
の

よ
う
に
設
定
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
一
八
一
九
年
選
奉
法
四
僚
を
め
ぐ

っ
て
政
腹
内
で
様
々
な
議
論
が
あ
っ
た
が
、
結
局
、
基
本
的
に
は
デ
サ

の
選
律
を
象
重
す
る
と
い
う
形
で
戸
河
・
七
一
僚
の
規
定
に
集
約
さ
れ

て
い
っ
た
。
讃
み
書
き
能
力
の
問
題
も
こ
の
過
程
で
議
論
さ
れ
て
き
た

と
思
わ
れ
る
が
、
ス
マ
ラ
ン
、
チ
ェ
リ
ボ
ン
、
パ
ス
ル
ア
ン
、
パ
ゲ
レ

ン
、
ケ
ド
ク

1
、
ス
ラ
パ
ヤ
の
グ
リ
セ
鯨
の
よ
う
に
、
こ
の
こ
と
を
承

認
要
件
と
し
て
貧
際
に
重
視
し
た
地
域
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
結
局
、

一
八
六

O
年
二
月
二
八
日
の
栽
培
長
官
命
令
ハ
N
S
F
宮
、
・
ロ
0

・
8
3
一

僚
で
、
「
住
民
に
選
挙
さ
れ
た
村
落
首
長
の
承
認
に
際
し
て
は
、
讃
み

書
き
能
力
は
傑
件
と
し
て
設
定
し
な
い
も
の
と
す
る
」
と
規
定
さ
れ
結

着
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
同
命
令
二
僚
に
よ
れ
ば
、

m-m-
七
一
僚
が

候
補
者
の
不
正
行
篤
が
確
認
さ
れ
た
ケ
1
ス
以
外
の
首
長
選
奉
へ
の
介

入
を
禁
じ
て
い
る
か
ら
だ
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、

Z
-
Z
J
唱・

5
・
。
・
』

-
z
a
z
-
B
2・
2
Z
O仲
間

J
E阻止
g
B
3
(叫

4

・N
W
-

M
W
4
d
a
-
-
M
M
・
H
U
O
N
〉司・
ω認
を
参
照
。

ハ
ロ
)
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
一
連
の
選
牽
法
公
布
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
デ

-108一
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マ
ヅ
ラ
で
は
職
田
に
関
す
る
規
定
は
な
い
。
他
方
、
デ
サ
役
人
の
磯
田

の
上
限
に
つ
い
て
も
様
々
で
あ
る
が
、
レ
ン
パ
ン
と
ジ
ャ
パ
ラ
で
職
回

指
定
の
順
番
が
役
職
の
重
要
度
順
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ

る
。
前
者
で
は
役
職
毎
に
上
限
面
積
に
差
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
植
民
地

権
力
の
デ
サ
行
政
に
封
す
る
捉
え
方
を
知
る
材
料
の
一
つ
と
な
る
と
思

わ
れ
る
。

(
お
)
グ
レ
イ
ン
チ
ェ
ス
は
、
デ
サ
の
自
治
に
つ
い
て
は
従
来
河

-m・
で
も

原
則
的
に
表
明
さ
れ
て
き
た
が
、
詳
細
な
規
定
が
飲
如
し
て
い
た
た
め

そ
の
法
的
地
位
に
関
す
る
見
解
の
一
致
が
な
く
、

H

・C
・
。
・
に
至
っ
て

初
め
て
そ
れ
が
明
確
に
規
定
さ
れ
た
と
い
う

(
5
0
Eと
2
・
。
、
・
円
H.H

・-

司
-g∞
J
司・

5
3。
な
お
、
同
僚
令
は
こ
の
後
、
一
九
四
一
年
の
最
後

の
法
案
ま
で
の
聞
に
八
回
の
修
正
を
受
け
た
。
一
九

O
六
年
僚
令
の
概

観
と
性
格
付
け
に
つ
い
て
は
、
岸
〔

H
S叶〕唱・
31MM-
む
を
参
照
。

(
泊
〉
山
岸
〔
呂
田
斗
〕
司
・

8
1同u
・

s・

(
お
)
各
年
次
の
統
合
・
分
割
数
は
、
一
八
八
六
年
六
て
四
四
、
一
八

八
八
年
一
三
一
、
二
ハ
、
一
九

O
二
年
八
六
、
一
九
、
一
九

O
七
年

二
八
二
、
二

O
、
一
九
二
八
年
九
二
、
一
八
、
一
九
二
九
年
一
回
、

一
と
、
統
合
の
方
が
多
い
。

(
お
)
六
三
勝
公

Zoo-zm)
中
、
「
ま
ず
ま
ず
(
N
0
2
E
日正《

E
S曲昨日間)」、

「
か
な
り
良
し
?
と
問
。
包
ど
と
い
っ
た
評
債
が
豚
内
の
一
部
地
域

に
つ
い
て
だ
け
で
も
下
さ
れ
て
い
る
の
は
二

O
懸
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
ら

ニ
O
豚
の
ほ
と
ん
ど
に
つ
い
て
も
様
々
な
問
題
黙
が
指
摘
さ
れ
て
い

る。

〈
幻
〉
ミ
・
司
-NP-NUQ旬。司
2
Q
F
H
a・
こ
の
岡
林
で
は
菟
職
者
が
比
較
的

少
な
く
、
三

O
年
以
上
在
職
し
て
表
彰
さ
れ
る
デ
サ
首
長
が
多
か
っ
た
。

掛
田
時
、
勤
績
三
O
年
の
デ
サ
首
長
は
青
銅
メ
ダ
ル
を
奥
え
ら
れ
表
彰
さ

れ
る
の
が
決
ま
り
で
あ
り
(
凶
N
K
F
E
札・ロ
0

・u
q
δ
、
一
般
に
こ
う
し

た
者
は
有
能
な
首
長
だ
と
受
け
取
ら
れ
て
い
た
。
な
お
、
同
様
の
命
令

途
行
に
際
し
て
の
理
解
不
足
と
い
う
指
摘
は
、
レ
バ
ク
鯨
(
忠
正
-
-

N
ω
S
R
P
5
3、
グ
リ
セ
豚
(
帆
宮
、
・
・
h

刊号、
Q
F
a
b
-
5
3、
ベ
ル
ベ

タ
豚

Q
r
R
-
同町内径三・

5
3
で
も
な
さ
れ
て
い
る
。

(
叩
却
〉
去
、

--F吉
司

g
h
-
H
g・
同
様
の
職
務
怠
慢
に
よ
る
罷
菟
は
、
ボ

ン
ド
ウ
ォ
ソ
燃
で
も
し
ば
し
ば
あ
っ
た
と
報
告
さ
れ
る

(
N
F
t
・
-
句
、
.

H

。FF
F
H
m
m
w
〉。

(
m
m
)

こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
デ
+
首
長
の
質
は
、
同
-
b
・
p-
唱
・
尽
に
よ

る
と
、
今
世
紀
初
頭
の
二

0
年
聞
に
全
鐘
と
し
て
は
向
上
し
た
が
、
な

お
改
善
の
徐
地
が
あ
る
と
さ
れ
る
。

(
ぬ
)
こ
の
調
査
は
一
九
二
五
年
一
二
月
二
八
日
附
の
植
民
大
臣
指
示
第
四

部
ロ
0

・ω品
¥
E
S
で
提
起
さ
れ
、
政
廓
命
令
ロ
0

・ω凶

(
S
N∞
-m・
3
で

寅
施
指
示
が
出
さ
れ
た
が
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
産
黛
蜂
起
事
件
勃
愛
に

よ
り
延
期
と
な
り
、
二
七
年
七
月
二
九
日
の
内
務
長
官
書
館
田
0

・
。
話

、
ご
∞
、
同
年
九
月
一
一
一
日
の
政
臆
命
令
で
改
め
て
調
査
方
法
が
具
健
化

さ
れ
、
二
七
年
一
一
月
か
ら
二
九
年
一
月
に
か
け
て
寅
施
さ
れ
た
。
調

査
地
と
し
て
、
ス
ン
ダ
人
地
域
か
ら
レ
パ
ク
、
パ
ン
ド
ン
、
ス
カ
プ

ミ
、
チ
ェ
リ
ボ
ン
、
ジ
ャ
ワ
人
地
域
か
ら
中
部
ジ
ャ
ワ
の
テ
ガ
ル
、
プ

ル
ウ
ォ
ケ
ル
ト
、
ウ
ォ
ノ
ソ
ボ
、
ヶ
ン
ダ
ル
、
東
ジ
ャ
ワ
の
ポ
ノ
ロ

ゴ
、
ク
デ
ィ
リ
、
ト
ゥ
バ
ン
、
シ
ド
ア
ル
ジ
ョ
、
マ
ラ
ン
、
マ
ヅ
ラ
人

地
域
か
ら
バ
ン
カ
ラ
ン
(
マ
ヅ
ラ
)
と
パ
ナ
ル
カ
ン
ハ
ジ
ャ
ワ
東
端
地

方
〉
の
一
七
豚
の
各
々
四
つ
ず
つ
の
デ
サ
が
選
ば
れ
た
。
詳
し
く
は
、

同
-
U
-
b
J
唱
-
H
l唱-
M

を
参
照
。

-110ー
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(
但
〉
同
町
-
b・
p-
司・?(同
M

・
E-
デ
サ
集
舎
の
寅
情
に
つ
い
て
は
、
ラ
ソ
l

ユ
に
よ
る
と
、
多
く
の
豚
で
毎
月
か
三
五
日
公
-
4
2
2
)
毎
に
一
度

の
開
催
で
あ
り
、
チ
ェ
リ
ボ
ン
、
プ
リ
ア
ン
ゲ
ル
で
は
デ
ザ
の
集
禽
所

(『曲目。

ι
2巴
、
ジ
ャ
ワ
人
地
域
で
は
デ
サ
首
長
宅
の
ヴ
ェ
ラ
ン
ダ

Q
g
r唱
。
)
、
マ
ヅ
ラ
人
地
域
で
は
屋
外
に
場
所
が
設
定
さ
れ
、
郡
長

等
の
上
級
権
力
が
参
加
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で

の
決
定
の
承
認
を
上
級
権
力
が
拒
否
す
る
ケ
1
ス
は
一
般
に
少
な
か
っ

た
と
い
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
プ
リ
ア
ン
ゲ
ル
や
チ
ェ
リ
ボ
ン
な
ど
に

多
い
大
人
口
デ
サ
で
は
開
催
に
困
難
が
伴
な
い
、
回
数
を
減
ら
し
た
り

定
期
開
催
を
止
め
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
る
と
い
う
。一そ
れ
ゆ
え
、

ラ
ソ
l
ユ
は
H

・C
・O
-
を
改
正
し
て
、
参
加
者
を
制
限
し
た
集
舎
か

長
老
曾
議
に
於
い
て
デ
サ
の
諸
問
題
の
決
定
を
行
な
う
こ
と
を
提
起

し
て
い
る
。
な
お
、
{
部
地
域
で
は
慣
習
法
の
成
文
化
さ
れ
た
も
の

ハ
a
o
o
g口
'
島

2
乙
が
存
在
し
、
シ
ド
ア
ル
ジ
一ヨ
、
ポ
ノ
ロ
ゴ
、
ウ
ォ

ノ
ソ
ポ
、
ケ
ン
ダ
ル
、
ク
デ
ィ
リ
な
ど
の
ジ
ャ
ワ
人
地
域
で
は
そ
こ
に

土
地
権
や
占
有
者
の
義
務
、
デ
サ
努
役

2
2
t
z
E
C
の
割
り
ふ
り

な
ど
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
デ
サ
集
舎
で
の
決
定
の
際
に
撮
り
所
と
さ

れ
た
と
い
う
。
詳
し
く
は
、

S
N・札・・

MM
・5
1
M
M
-
H
ω
・唱
-E

を
参
照
。

(
M
M

〉
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
、
既
に
一
九
世
紀
末
に
ス
ヌ
ク
・
フ
ル
フ
ロ
ニ

孟〈の・

ω
5
5
r
z
R
m
gと
与
が
衣
の
如
く
指
摘
し
て
い
る
。
「
こ

こ
で
は
ジ
ャ
ロ
は
リ
ー
ダ
ー
(
丘
00円
陣

mg〉
と
は
見
な
さ
れ
て
お
ら

ず
、
地
位
の
高
い
デ
サ
住
民
は
彼
ら
の
こ
と
を
軽
蔑
を
こ
め
で
話
す
。

彼
ら
は
政
腐
の
機
構
か
ら
一
歩
外
へ
出
れ
ば
あ
ら
ゆ
る
黙
に
お
い
て
全

く
権
威
が
な
く
、
事
寅
上
、
政
臓
の
命
令
が
守
ら
れ
る
よ
う
に
気
を
配

り
、
こ
の
場
合
に
は
上
級
官
吏
の
権
威
に
完
全
に
頼
っ
た
番
人
以
外
の

何
者
で
も
な
い
。

:
:・
ジ
ャ
ロ
が
共
同
盟
の
利
金
を
代
表
す
る
と
か
、

こ
の
首
長
が
共
同
堕
首
長
で
あ
る
な
ど
と
考
え
る
こ
と
は
、
全
く
問
題

に
も
な
ら
な
い
。
」
(
同
-
U
-
U・・唱・
8
註
(

3

)

よ
り
重
引
V

ま
た
、

同
-
U
-
h・・
M
M

・
明
日
で
は
、
長
老
の
他
に
宗
数
数
師
の
住
民
に
制
到
す
る

影
響
力
も
大
き
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

〈
お
〉
詳
し
く
は
同

-
h・
40H
-u
-
M
Y
N
N
H
J
司
-Mω
∞
を
参
照
二
同
史
料
に

よ
れ
ば
、
こ
り
段
階
で
は
ジ
ャ
ワ
各
地
に
長
老
が
存
在
し
、
デ
サ
内
の

重
要
問
題
に
つ
い
て
デ
サ
首
長
に
助
言
を
輿
え
る
立
場
に
あ
っ
た
。
彼

ら
は
一
般
に
は
デ
サ
役
人
の
中
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
パ
ン

テ
ン
の
一
部
と
中
部
ジ
ャ
ヮ
、
特
に
ジ
ャ
パ
ラ
の
若
干
の
デ
サ
で
は
な

お
一
定
の
濁
立
性
を
保
っ
て
い
た
と
い
う
。

パ
ン

テ
ン
に
於
け
る
長
老

の
稽
放
に
つ
い
て
は
、
タ
コ
ロ
ッ
ト
以
外
に
も
北
部
の
ト

P

ア
ト
ゥ

ア
・
デ
ザ
(
8
0
4

句、
ι2ι
、
そ
れ
以
外
の
地
域
に
於
け
る
コ
ロ
ッ
ト

コロ
γ
ト
・
デ
サ

(r。目。沖縄

ι
2同
一
)
、
ク
ロ
ッ
ト

(
r
m
g
c、
レ
ン
プ

ル

(-o目
rs乙
、
カ
ロ
ロ
ッ
ト

PRo-oC
が
あ
げ
ら
れ
る
。

(
担
〉
同
-U
-
b・・唱
-
H
U

に
は
、
マ
ヅ
ラ
と
と
も
に
パ
ン
テ
ン
で
は
デ
サ

組
織
が
な
お
米
後
遺
で
あ
る
之
い
う
指
摘
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
よ

う
な
意
味
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(
お
〉
淘
-
H
V
-
h
・
・
?
一
包
・

(
叫
叫

)
S
N
.
n同・・司・坦坦・

(
幻
)
そ
れ
ぞ
れ
民
F
E
-
-
-
y
H
g
-
唱
-Nω
吋・司
-M∞0
・唱・
ω
8・唱・
8
印・唱・

印
由
。
を
参
照
。

-

(
叩
拍
〉
の
『
・-w
・回
O
内rw白
色
』
O
F
J
R
M

。
ぐ
宮
内
回
。
司
向
w
g
e
z
B・2
2
5
0ロ

円目。国ロ炉内田町向。同
C
2
2問。ロロ伺

ι
R
U
g
g
r
2
2
2
0司』
R
S
2

7
白
色
。
。
『
同
三
(
叫
J

切
-NWよ

4
0日・M
M・
5
0
N〉司
-M
H
O
-

-111ー
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(

m

却
〉
芯
丘
・
・
司
-Mω
∞
・
同
様
の
指
摘
は
グ
デ
ィ
リ
鯨

(NF.ド
・
司
・
品
。
。
〉
、

マ
ラ
ン
豚
(
同
寸
宮
、
・
・
司

-
S∞
〉
で
も
な
さ
れ
て
い
る
。

〈
川
叫
)
帆
宮
、
--MY
印ω
・

(
似
)
な
お
、
マ
ヅ
ラ
の
バ
ン
カ
ラ
ン
豚
で
も
、
豚
鹿
所
在
地
の
デ
サ
の
首

長
は
警
察
官
、
徴
税
官
に
す
ぎ
な
い
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
貴
族

や
退
役
軍
人
の
多
い
こ
と
が
デ
サ
結
ム
ロ
解
慢
の
理
由
だ
と
さ
れ
る
。
詳

し
く
は

"Ft・-司
-sm-v-参
照
。

(
的
制
〉
同
円
・
』
N

・
調
査
段
階
で
住
民
と
の
協
議
が
貧
施
さ
れ
て
い
た
の
は
パ
ン

テ
ン
、
テ
ガ
ル
、
パ
ニ
ユ
マ
ス
、
プ
カ
ロ
ン
ガ
ン
、
ス
マ
ラ
ン
、
レ
ン

パ
ソ
、
ジ
ャ
パ
ラ
、
マ
デ
ィ
ウ
ン
、
グ
デ
ィ
リ
、
モ
ジ
ョ
ケ
ル
ト
、
パ

ウ
ェ
ア
ン
、
パ
ソ
ギ
ル
、
マ
ラ
ン
、
プ
ロ
ポ
リ
ン
ゴ
各
豚
の
一
部
デ

サ
、
住
民
選
患
が
貧
施
さ
れ
る
の
は
パ

γ
テ
ン
、
プ
リ
ア
ン
ゲ
ル
、
チ

ェ
リ
ボ
ン
、
テ
ガ
ル
、
パ
ゲ
レ
ン
、
ス
マ
ラ
ン
、
レ
ン
パ
ン
、
マ
デ
ィ

ウ
ソ
、
ク
デ
ィ
リ
、
パ
ス
ル
ア
ン
各
燃
の
一
部
デ
サ
で
あ
る
(
同
-MN・・

5-・ω
-
M
Y
N
a
-
H
Y
M∞
C
。
こ
の
住
民
と
の
協
議
は
前
章
で
述
べ
た
各

州
理
事
命
令
で
義
務
付
け
ら
れ
た
が
、
こ
の
結
果
、
か
な
り
の
歎
の
地

方
で
定
着
化
の
方
向
に
あ
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
後
の
調
査
か
ら
窺
え

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
同
町
-
b・
p-
唱・

5
1司・
ω
N
-
h
h
・
モ
-

N

円
・
・
同
町
田
を
参
照
。

(
必
)
筆
者
は
も
ち
ろ
ん
、
デ
サ
首
長
権
力
が
相
封
筒
に
強
く
住
民
参
加
の

除
地
の
小
さ
か
っ
た
場
合
の
存
在
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
土
地

割
替
が
デ
サ
首
長
の
手
で
行
な
わ
れ
た
ケ
i
ス
は
た
し
か
に
多
か
っ
た

し
、
デ
サ
役
人
選
出
の
協
議
の
際
に
首
長
の
提
案
が
無
傑
件
に
受
け
入

れ
ら
れ
る
地
減
が
多
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
た
だ
、
こ
う
し
た
場
合
で

も
、
そ
れ
は
そ
れ
な
り
の
慣
例
に
基
づ
い
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
デ
サ

首
長
が
窓
意
的
に
権
力
を
行
使
し
え
た
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
て
い

る。

(
川
叫
)
同
-
b
・
p
-
H
y
g
が
、
住
民
は
デ
サ
集
舎
に
於
い
て
意
見
を
表
明

す
る
の
を
恐
れ
な
く
な
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
結
果
で
あ

る
と
解
圃
押
さ
れ
よ
う
。

ハ
必
〉
こ
の
額
は

hr~v-H∞
S
・
g
-
m
で
八
・
一
二
一
一
一
%
と
定
め
ら
れ
、
九
四
忌
・

S
N∞-
B
0
・
5
で
八
・
五
%
に
引
き
上
げ
ら
れ
、
更
に

hUF・
5
N叶・

ロ0
・
勾
で
八
%
に
修
正
さ
れ
た
。
詳
し
く
は
、
戸

Z
・・唱
-
H

∞
を
参
照
。

(
必
)
例
え
ば
、
二

O
世
紀
初
頭
の
ス
ラ
パ
ヤ
監
督
官
管
区
で
の
規
定
は

次
の
通
り
。
結
婚
の
際
、
デ
サ
首
長
に

2
・
5
1ロ
、
宗
教
役
人

(
目
。
任
ロ
)
に

2
・
H
J
2
・
印
、
書
記
(
音
ユ
巴
に
向
。
・

8
、
停
逮
役

〈
rog守
口
)
に
さ

-M印
、
離
婚
の
際
、
そ
れ
ぞ
れ
に
さ
・

M
l
p
向。・
H

1
2・
2
・N印・

2
・Mm
支
沸
う
。
デ
+
首
長
に
制
到
し
て
、
家
を
寅
る

時
に
向
。
・

m
l『

M
印
、
財
産
分
割
時
に

Z
Jロ
印
、
家
の
新
築
の
際
に

き・

M
m
l
z、
別
の
村
へ
の
移
佳
の
際

2
・
N
Iコ
、
別
の
郡
へ
の
移

住

2
・N
1
3
、
メ
ッ
カ
へ
出
か
け
る
時
に

2
1同
町
、
手
紙
を
受
け

取
っ
た
時
間
。
・
自
1
2、
水
兵
登
録
の
際
コ
1
2、
子
牛
の
賓
買
の

際
問
。
・

N印
1
2・
印
、
馬
や
牛
の
賓
買
口
J
3・
印
、
牛
車
の
貰
買

2

1
ロ
を
梯
う
。
祭
麓
を
行
な
う
場
合
、
デ
サ
首
長
に

2
・N日
1
3、

停
遼
役
に
き
-
M
印
1
2・
aを
支
梯
う
(
同
町
-
b・
p-EPH---
唱
-H叶N

J
司・ロ
ω)
。
他
地
域
の
同
様
の
事
例
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
帆
守
ζ
・・

日

M-H叶
ω
J司
-H斗
日
・
入
山
札
ミ
Z
S
H
F
g
b
h
h
-
V内
HJ〉
司
-
H
S
J唱・呂町・

》
内
〈
回
目
戸
司
・
ミ
J
司
-E-}円四

U

内・司

-
q
t司・
2
・
HN-MN・・
4
0
-
・ω・同
Y
N

J
司・

8
を
参
照
。
な
お
、
同
・
掬
・
・

g--u-
司
-Ng
所
載
の
一
九
世
紀

中
葉
の
デ
マ
ク
豚
レ
ヘ
ン
ト
の
ハ
デ
イ
ニ
ン
グ
ラ
ッ
ト
(
国
主
宮
山
口
m-

-112ー
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同
『
包
〉
の
観
察
に
よ
れ
ば
「
こ
の
慣
行
が
一
度
存
在
す
る
と
こ
ろ
で

は
、
デ
サ
首
長
は
こ
れ
を
傘
重
す
る
と
と
が
住
民
の
義
務
だ
と
考
え
て

吋い
る
」
と
述
べ
ら
れ
、
デ
サ
首
長
が
こ
れ
を
既
得
権
と
見
て
い
た
こ
と

が
窺
わ
れ
る
。
一
住
民
側
も
阿
-U-kp・唱
-
b
に
よ
れ
ば
、
こ
の
支
梯

い
を
道
徳
的
義
務
と
見
な
し
て
お
り
、
デ
サ
首
長
選
奉
時
に
デ
サ
役
人

の
「
正
営
な
手
賞
」
と
し
て
定
め
成
文
化
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
政
廓

も
、
こ
れ
を
公
認
し
て
い
た
。

ハ
円
引
〉
可
。
官
官
』
p
z
o
o
v。
。
町
内
目
。
ロ
品
。
『
問
。
ロ
4
0『回目。ロ
Z
品
。
師
陣
白
"
。
司
』
曲
〈
陶

。
ロ
玄
曲
仏
0
2
k
u
(叫

4

・切
-NW
・・

4
0
-
-
E
-
H
8
0〉
司
・
印
斗
・
同
町
-
b
-
h
・・唱-

品
∞
を
参
照
。

(
川
崎
〉
同
町
-
U
-
U・・唱・
8
・

(
品
目
)
同
-
U
-
b・・司
-NH
・

(
印
〉
の
・
、
H，r・4
白ロ

U
0
4
0ロ
g
p
o
e
q
H
h町、
W
H
E
H詰
札
君
"
同
S
書
w
苦
E
円』ぬ苫

叫

d
E
Hぬ
き
ぬ
札
2
・L

「詰
NRH昌、
h円h
v

内
切
2KMN』
伊
吉
町
言
語
、
hHdnHS"hhhHR均・

2
3・
5
2・〆
l
o
g
g
p
E同
タ
司
・

2
1司・
8
・

(
日
)
例
え
ば
、
ミ
・
司
・
同
-
-
N
品・

5
0
の
記
事
に
よ
る
と
、
い
く
つ
か
の

地
域
で
は
デ
サ
首
長
が
個
人
占
有
地
や
固
定
持
分
制
共
同
占
有
地
を
集

積
し
た
り
、
あ
る
い
は
共
同
占
有
地
持
分
を
借
地
す
る
こ
と
に
よ
り
経

管
面
積
を
繍
大
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は

そ
の
経
済
的
優
位
の
一
つ
の
誼
擦
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

(
臼
〉
一
九
二
六
年
の
数
字
に
つ
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん
世
紀
初
め
以
来
の
物

債
上
昇
を
考
慮
に
入
れ
て
剣
断
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
米
債
で
見
る
と

一
九
一
一
一
一
年
を
一

O
Oと
し
た
指
数
で
一
九

O
O年
は
七

0
・
て
一

九

O
一
年
八
六
・
八
、
一
九

O
二

年

八

0
・
一
二
、
-
九

O
三
年

八
四
・

O
に
封
し
、
一
九
二
六
年
は
一
五
二
・
八
と
な
り
、
物
債
は
ほ

ぼ
倍
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
(
の
宮
誼
偽
宮
崎
同
S
き
追
い
宅

S

E
号
吉
弘
p
d
a
-
-
p
-
2
2
p
-
n
0・

5a-
出向凶問ロ
0・、
司・
8

1
司
-AB

参
照
〉
。
し
た
が
っ
て
、

f
六
O
Oと
い
う
数
字
に
つ
い
て
も
、

f
一一一

O
Oの
場
合
と
同
様
の
こ
と
が
言
え
よ
う
。

(
臼
〉
同
様
の
デ
ー
タ
ー
は
内
相
、

-
-
g
g
-
r
g・
ω・・

5g-rFPC-
に

も
掲
載
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
一
八
八
八
年
J
九
二
年
の
理
事
命
令
の

数
果
を
検
謹
す
る
の
に
都
合
の
よ
い
一
八
八
二
年
と
一
八
九
七
年
の
も

の
を
取
り
上
げ
て
検
討
す
る
。

(
臼
)
土
地
所
有
の
一縛
換
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ジ
ャ
ワ
の
共
同
占
有
の
解

鐙
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
三
八
|
四
昭
和
五
五
年
〉
を
参

昭
、

(
日
〉
ス
メ
ダ
ン
鯨
、
パ
ス
ル
ア
ン
、
プ
ス
キ
、
ク
デ
ィ
リ
州
の
事
例
に
つ

い
て
は
、

NW
・b
-
U
J
司
-H
∞・司

-N-
唱-
M
∞・唱
-
U
N
J
司
・
践
を
参
照
。

ま
た
パ
ン
テ
ン
で
は
一
八
九
0
年
代
に
政
鹿
に
よ
る
デ
サ
首
長
職
田
新

設
が
計
責
さ
れ
、
一
八
九

O
年
一
一
月
一
八
日
附
命
令
国
0

・
留
に
よ

り
五
六
バ
ウ
の
ラ
ン
ジ
ャ
ハ
ン
〈
釘
ロ

ιvrg)地
(
か
つ
て
の
ス
ル
タ

ン
家
所
領
で
あ
り
、
後
に
政
鹿
所
有
地
と
し
て
貸
し
出
し
を
行
な
っ
て

い
た
水
田
〉
か
ら
新
設
す
る
こ
と
が
指
示
さ
れ
、
更
に
一
九

O
一
年
二

月
五
日
附
命
令
(
切
に
~
ま
礼
・
ロ
0

・印
8
3
で
は
政
臆
所
有
の
荒
蕪
地
を

こ
れ
に
充
て
る
こ
と
に
な
っ
た
(
凶
-
U・
り
よ
司

-
S
J唱・
2
〉
。
た
だ

し
、
一
部
で
は
住
民
の
水
田
を
創
っ
て
職
図
面
積
を
創
り
出
し
た
例
も

あ
る
。
例
え
ば
プ

P
ア
ン
グ
ル
州
の
マ
ノ
ン
ジ
ャ
ャ
、
コ
ッ
ポ
地
方
で

は
デ
サ
首
長
に
制
到
す
る
別
の
負
猪
を
減
ら
す
こ
と
を
篠
件
に
こ
の
方
法

が
採
ら
れ
令
宮
、
・
・
司
・

5
)、
マ
ラ
ン
燃
で
は
一
九

O
四
年
四
月
二
一
一
一

日
の
理
事
命
令
に
よ
り
、
勢
首
長
労
役
の
過
重
な
地
域
(
一
入
賞
り
年

-113ー



540 

額
f
一
0
1
f
一一一

O
〉
で
土
地
占
有
者
の
同
意
を
得
て
職
回
新
設
が
な

さ
れ
た
と
い
わ
れ
〈
ミ
・
司
-
N
P
-
N
U
2
2
3
2
P
E
3、
や
は
り
こ
の

方
法
に
よ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(
白
山
〉
同
-b
-U
・・司
-
H
0

・
M
Y
H
∞・唱
-
E
-
H
Y
N印
-
M
Y
N
計

百

-
N
∞-
M》

-
U
N
J

唱・

8
を
参
照
。

(
貯
)
第
四
表
で
職
回
枚
入
比
率
の
低
い
マ
ヅ
ラ
の
場
合
は
こ
れ
と
異
な

り
、
職
回
は
全
デ
サ
で
設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
一
デ
サ
卒
均

の
地
税
徴
牧
手
蛍
を
計
算
す
る
と

f
六
一
二
と
他
州
に
比
べ
て
極
端
に
低

く
、
こ
の
地
味
の
慈
さ
が
職
田
枚
入
を
も
引
き
下
げ
て
い
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。

(
臼
)
た
だ
し
、
こ
れ
も
命
令
通
り
に
順
調
に
縮
小
が
行
な
わ
れ
た
と
は
考

え
に
く
い
。
例
え
ば
、

同町
-
U
-h
・・
MM
・
8
に
よ
る
と
、
チ
ェ
リ
ボ
ン
州

チ
ェ
リ
ボ
ン
燃
で
は
織
田
と
テ
ィ
テ
ィ
ソ
ロ
(
岳
2
0
2
)
と
稽
さ
れ
る

デ
サ
の
経
費
を
捻
出
す
る
た
め
の
共
有
国
の
合
計
面
積
が
二

O
、
七
四

九
バ
ゥ
、
共
同
占
有
水
田
の
%
を
占
め
る
と
い
わ
れ
、
一
九
二

0
年
代

に
至
っ
て
も
職
回
が
庚
大
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
政
臓
は
、
職
田
を

自
治
鐙
利
用
地

(
m
o
s
s
R
o--
F
0
2
1
0
5
5
m円
o
z
g
)
へ
縛
換

し
て
デ
ザ
に
よ
り
貸
し
出
さ
せ
る
こ
と
を
計
っ
た
が
、
デ
サ
首
長
や
役

人
の
反
射
に
遇
い
、
う
ま
く
は
い
か
な
か
っ
た
。

NN-b-K山
・
は
、
彼
ら

の
反
鈎
理
由
を
、
職
田
を
持
つ
こ
と
が
デ
サ
内
に
於
け
る
権
威
と
名
撃

の
象
徴
で
あ
り
、
月
々
の
俸
給
の
場
合
よ
り
も

一
度
に
会
頭
の
牧
入
を

可
能
に
す
る
と
い
う
貼
に
求
め
て
い
る
。

(
印
)
も
っ
と
も
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
住
民
の
反
封
に
よ
り
失
敗
し
た
ケ
l

ス
が
あ
る
。
同
-
M
N

・・
5
--
u-
司・

8hpl司・
ω
呂
に
よ
る
と
、
ス
ラ
パ
ヤ

州
で
は
従
来
デ
サ
首
長
は
共
同
占
有
地
持
分
を
一
匡
劃
絵
分
に
職
田
と

し
て
輿
え
ら
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
毎
年
の
割
替
の
際
に
移
動
す
る
の
が
慣

行
と
な
っ
て
お
り
、
地
方
蛍
局
が
そ
の
固
定
化
を
計
っ
た
と
こ
ろ
住
民

の
反
封
を
受
け
失
敗
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
慣
行
は
二

O
世
紀
初

頭
に
お
い
て
も
な
お
存
績
し
て
い
た
こ
と
が
、
デ
サ
協
約
か
ら
窺
え

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
註
(
2
〉
に
掲
げ
た
拙
稿
を
参
照
。

(
印
)
例
え
ば
同
-
MN

・・
4
0
「
ω-
MU-
N
S
の
註
(

a

)

に
よ
る
と
、
レ
ン
バ
ン

勝
カ
ジ
ャ
ム
村
で
は
以
前
に
は
四
パ
ウ
で
あ
っ
た
職
田
が
、
水
田
持
分

が
小
さ
す
ぎ
る
と
い
う
住
民
の
不
満
に
よ
っ
て
ニ
パ
ウ
に
縮
小
さ
れ
た

と
い
う
。
ま
た
、

NFR・-
H
Y
N
U
O
註
(
e
〉
に
よ
れ
ば
、
パ
ゲ
レ
ン
豚
ウ

ォ
ノ
サ
リ
村
で
は
、
デ
サ
首
長
が

「我
々
デ
サ
首
長
へ
の
水
田
割
嘗
て

に
闘
し
て
、
政
臆

(SmoHO〉
の
規
定
が
作
ら
れ
る
べ
き
だ
。
:
:
:
我

々
は
長
老
と
相
談
す
る
よ
う
に
決
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
相
談
を
長

老
や
住
民
に
も
ち
か
け
る
と
、
い
つ
も
我
々
の
必
要
か
ら
見
て
小
さ
す

ぎ
る
も
の
し
か
得
ら
れ
な
い
」
と
不
満
を
漏
ら
し
、
こ
の
調
査
に
居
合

わ
せ
た
鄭
村
の
バ
ン
ジ
ャ
ル
サ
リ
の
首
長
も

「我
々
も
ウ
ォ
ノ
サ
リ
村

の
首
長
の
た
め
に
よ
く
御
願
い
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
ま
さ
し
く

我
々
の
願
い
を
表
現
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。
」
と
述
べ
た
と
い
う
。

(

m

m

)

た
だ
し
、
職
田
位
置
に
つ
い
て
は
慣
行
に
逆
ら
っ
て
固
定
化
を
推
進

し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
こ
れ
は
恐
ら
く
管
理
の
容
易
さ
を
優

先
し
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

(
臼
〉
パ
イ
テ
ン
ゾ
ル
フ
、
ク
ラ
ワ
ン
、
ス
メ
ネ
プ
、
サ
ン
パ
ン
、
プ
レ
ベ

ス
、
プ
マ
ラ
ン
、
パ
ス
ル
ア
ン
、
プ
ロ
ボ
リ
ン
ゴ
、
ク
ラ
ク
サ
l
ン、

ボ
ン
ド
ウ
ォ
ソ
、
ジ
ュ
ン
プ
ル
、
パ
ナ
ル
カ
ン
、
パ
ニ
ユ
マ
ス
、
プ
ル

ウ
ォ
ケ
ル
ト
、
パ

ン
ジ
ャ

ル
ネ
ガ
ラ
、
マ
ゲ
ラ
ン
、
ト
ゥ
マ
ン
グ
ン
、

ト
ゥ
レ
ン
ガ
レ
夕
、
ボ
ジ
?
ネ
ゴ
ロ
の
諮
問
肺
で
貸
し
出
さ
れ
る
場
合
も
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あ
る
と
報
告
さ
れ
る
。
な
お
、
糖
業
地
帯
な
ど
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
農

企
業
へ
の
貸
じ
出
し
も
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
ミ
・

司・凶・・

H
E
を
参
照
。

(
臼
〉
ク
ラ
ワ
ン
、
チ
ェ
リ
ボ
ン
、
イ
ン
ド
ラ
マ
ュ
、
マ
ジ
ャ
ル
ン
ヵ
、
ク

ニ
ン
ガ
ン
、
.
フ
マ
ラ
ン
、
パ
ナ
ル
カ
ン
、
チ
ラ
チ
ャ
ッ
プ
、
マ
ゲ
ラ

ン
、
ト
ク
マ
ン
グ
ン
、
プ
ル
ウ
ォ
レ
ジ
ョ
、
ク
プ
メ
ン
、
ベ
ル
ベ
夕
、

ト
ヮ
レ
ン
ガ
レ
夕
、
レ
ン
パ
ン
、
ポ
ジ
ョ
ネ
ゴ
ロ
、
パ
テ
ィ
各
豚
の
報

告
に
こ
の
ケ
l
ス
が
見
え
る
。
な
お
、
ト
ゥ
マ
ン
グ
ン
豚
の
例
で
は
、

賃
金
は
一
日
四
時
開
努
働
で

f
0
・一

O
J
f
0
・
二
一
五
で
あ
っ

た。

(
臼
)
同
・
4

、・

u・・
4
0
-
-
M
-

唱・品、{司・∞・

(
日
〉
同
-U-kp・司
-E-
唱・

8
1司
・
白
・
な
お
、
一

目九
世
紀
中
葉
の
持
分

保
有
と
労
役
負
猪
の
関
係
の
類
型
分
け
に
つ
い
て
は
内
藤
〔

H
S己
w
〕

ヲ

ug
を
参
照
。

(
侃
)
凶

-
U
-
U
4
M
Y
H由・

(

m

む
の
・
〉
・
内
目
。
玄
ロ
ロ
ロ
-nr・
E
P
o
s
o
o
oロ
耳
目
N
O
問。

FM間
同

O
H

∞
守

g
E
F岡
5
問
〈
曲
ロ
F
2
0
0印
刷

w
r
g
E
C『
ョ
(
叫

4

・切
-
N
W

・・〈。「

MAR-sg)

同

M

・N
UAH.

(
伺
)
内
藤
氏
ば
努
役
賦
課
の
行
政
面
に
於
け
る
最
大
の
影
響
と
し
て
、
村

長
の
権
力
の
増
大
と
官
吏
化
の
進
行
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
が
〔

5
3
∞-

司・
ω白
〕
、
小
論
が
こ
こ
で
述
べ
た
こ
と
は
ま
さ
に
こ
の
過
程
の
裏
面
で

あ
っ
て
、
共
同
健
首
長
と
し
て
の
性
格
の
希
薄
化
が
デ
サ
首
長
の
権
威

の
減
少
を
招
い
た
基
本
的
な
背
景
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ハ的
)

N

円・て
-
U・・
4
0
-
-
N

司
・印
に
よ
る
と
、
ブ
ォ

ッ
ケ
ン
ス
の
調
査
時
に

除
コ
般
に
デ
サ
首
長
選
奉
の
際
に
、
住
民
と
協
議
し
て
パ
ン
チ
ュ
ン

数
を
決
一め
」
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
前
引
の
プ
ル
ン
ポ
ン
監
督

官
匡
で
は
「
し
ば
し
ば
、
新
し
い
デ
サ
首
長
が
登
場
す
る
際
に
、
代
金

納
額
に
つ
い
て
努
役
負
纏
者
と
の
相
談
が
な
さ
れ
る
」
ハ
の
・
〉

-r

玄

5
2
n
F
8
-
Z
4
司-
N
宮
)
と
い
う
状
況
で
あ
り
、
ミ
・
司
・
同
-
-

Mvzshq・
H
A
由
に
よ
れ
ば
、
ス
カ
プ
ミ
豚
で
は
籾
で
の
代
納
額
が

選
奉
毎
に
決
め
ら
れ
、
第
一
級
公
共
労
役
負
猪
義
務
者
は
一
五
J
二
五

向
。
含
口
問
/
年
、
第
二
級
一

0
1
一
五
問
主

g
同
/
年
、
第
三
級
五
J

一
O
m
o
p口
問
/
年
(
籾
一

m
z
g聞
は
、
こ
の
嘗
時
で

f
0
・一

l

f
0
・
二
一
五
〉
を
納
め
る
の
が
一
般
の
基
準
で
あ
っ
た
。

(

初

)

同

町

-
U
-
U・・唱
-
S
J司・ご・

(
九
)
例
え
ば
プ
カ
ロ
ン
ガ
ン
州
パ
タ
ン
豚
の
パ
タ
ン
、
パ
ン
ダ
ル
爾
郡
で

は
小
規
模
デ
サ
の
パ
ン
チ
ェ
ン
努
役
負
揺
が
過
重
で
あ
っ
た
が
、
一
九

O
四
年
八
月
六
日
の
理
事
命
令
ロ
0

・5
0
¥
串
で
一
入
賞
り
の
負
婚
を
三

五
日
に
一
度
と
決
め
て
軽
減
を
園
っ
て
い
る
(
ミ
・
司
・
同
・・

pz-

h
g
h
a
p
ロH
〉
。
ま
た
、
同
豚
ス
パ
、
パ
ワ
ソ
雨
郡
の
小
規
模
デ
サ
七

九
村
を
統
合
し
て
三
三
村
に
再
編
す
る
こ
と
で
、
負
捲
の
軽
減
が
な
さ

れ
て
い
る
(
芯
ミ
・
・

E
3。

(η
〉
ス
メ
ダ
ン
、
ト
ク
パ
ン
、
パ
ナ
ル
カ
ン
、
プ
ス
キ
、
パ
ン
ジ
ャ
ル
ネ

ガ
ラ
、
パ
タ
ン
懸
。

〈
河
〉
例
え
ば
プ
ル
ウ
ォ
タ
ル
ト
豚
で
は
七
八
戸
に
一
人
、
マ

ジ
ャ
ル
ン
カ

豚
で
は
三

O
戸
に
一
人
(
マ
ジ
ャ

ル
ン

ヵ
、
ラ
ジ
ャ
ガ
ル
、

ジ
ャ
テ
ィ

ワ
ン
ギ
郡
)
、
二

O
戸
に
一
人
(
マ
ジ
ャ
郡
〉
、
二
五
戸
に
一
人
(
テ
ラ

ガ
郡
)
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

(
江
)
プ
マ
ラ

ン
豚
プ
マ
ラ

ン
郡
の
若
干
の
デ
サ
で
は
首
長
在
任
期
聞
が
長

い
の
で
、
デ
サ
役
人
の
職
回
が
全
耕
地
の
三
一
五
J
四
OWAに
及
ぶ
こ
と
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That Fujian maritime trade thrived in this way was not only due

to Fuiian occupying ａ coastal area, but also to the tendency of surplus

agricultural labor to tｕ:rnto the sea for a livelihood. While relatively few

engaged in ship building or became shippers themselves, ａ very large

number became sailors on coastal and foreign-bound vessels. The large

number of people variously engaged in these maritime enterprises were

part of the reason for Fujian's economic vigor.

THE SOCIAL STATUS OF THE CHIEFTAIN OF DESA

Uemura Yasuo

　　　

This essay examines the kind of regulations pertaining to the social

status of the chieftain of Desa during the 丘nal organization of colonial

rule of Desa, Java since the beginning of the 19 th century, and those

regulations of his social status during the reorganization of that rule. This

essay also examines the way in which the chieftain of Desa was viewed

by the inhabitants of Desa. The reorganization was intended to standardize

the ruler's position within the social and political environment of Desa.

Yet the chieftain's social position was strongly connected to the presence

or absence of intervention by indigenous authorities. Generally, when the

chieftain cooperated with local authorities, his social position was heigh-

tened. As long as he was not despotic, the local inhabitants, in one re-

spect, recognized the necessity of the chieftain of Desaｱｓ social status. The

essay shows then that the authority of the chieftain of Desa was still con-

sidered an object of worship. Yet it also reveals, in other respects, that

there were tendencies which gradually brought about the destruction of

the relationship between the chieftain of Desa and the local inhabitants.
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